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は じ め に 

 

高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとし

て、平成12年4月に発足した介護保険制度も18年

が経過し、この間、制度改正を重ね、さまざまな介

護サービス基盤が整備され、現在では高齢者やその

家族を支えるうえで欠かせない制度として定着して

きました。 

また、現在わが国の総人口は減少傾向にある中、

高齢化は一段と加速し、今後はひとり暮らしの高齢

者や夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者などの要

援護高齢者が増加していくと見込まれ、高齢者を支

える人口の不足はもとより、介護保険財政への深刻

な影響なども懸念されています。みよし広域連合管

内（三好市及び東みよし町）においても、平成29年10月1日時点の高齢化率

は38.7％となり、今後も更に高齢化は進行し平成31年度中には40％に達する

と推計しているところです。 

このような状況のもと、みよし広域連合では、平成30年度から平成32年度

までの介護保険事業についての方向性を示し、あらゆるニーズに応じて、医

療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括

ケアシステム」を深化させ、推進していくことを目指した「みよし広域連合第

7期介護保険事業計画」を策定いたしました。 

高齢化がますます進む中、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していく

ためには、4つの助（自助・互助・共助・公助）が効果的に機能することが必

要であると言われております。住民、医療・介護・福祉関係者並びに行政など

の関係機関などがお互い創意工夫し、高齢者がいつまでも健康で生きがいをも

った生活が送れるよう、関係機関との連携を強化し、本事業計画に掲げた諸施

策に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました

「みよし広域連合介護保険事業計画策定委員会」の委員の皆さまをはじめ、関

係者の方々、また、アンケート調査等にご協力をいただきました多くの皆様に

心から感謝申し上げますとともに、計画の円滑な実施に向けてより一層のお力

添えを賜りますようお願いいたします。 

 

 

平成 30年 3月 

みよし広域連合長 川 原 義 朗 
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第1章 計画策定にあたって 

 

 

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支える新た

な仕組みとして平成12年に施行され、高齢者の生活を支える仕組みとして定着、発

展してきました。 

わが国では、高齢者の増加が諸外国に例をみないスピードで進んでおり、内閣府

の平成29年版高齢社会白書によると、総人口は、平成28（2016）年10月1日現

在、1億2,693万人となっており、65歳以上の高齢者人口は、3,459万人となり、

総人口に占める割合（高齢化率）も27.3％となっています。 

高齢者人口は、「団塊の世代」が65歳以上となった平成27（2015）年に

3,387万人となり、「団塊の世代」が75歳以上となる37（2025）年には3,677

万人に達すると見込まれており、その後も高齢者人口は増加傾向が続き、平成54

（2042）年に3,935万人でピークを迎え、その後は減少に転じると推計されてい

ます。これに伴い、要介護等認定者数、介護保険料および介護保険給付費の増加が

見込まれます。 

これに対し、少子化の進展を背景に、介護を支える生産年齢人口は年々減少して

おり、今後、ますます増加する介護需要に的確に対応していくため、国において

は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生

活を営むことができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に

提供される地域包括ケアシステムの構築が重要であるとしています。 

今回、平成29年5月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律」では、地域包括ケアシステムを深化・推進し、高齢者

の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度

の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービス

が提供されるようにすることが求められています。 

本計画は、これまでの取組みを引き継ぎつつ、団塊の世代が75歳以上となる平成

37年の高齢者の状況やサービスの中長期的な水準等を見据え、地域包括ケアシステ

ムの強化に向けた取組を総合的かつ体系的に整理することを目指し、『みよし広域

連合第7期介護保険事業計画』を策定するものです。 

 

 

 

第１節 計画策定の趣旨 
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（1）計画の法的位置づけ 

本計画は、介護保険法第 117 条に基づき、「市町村介護保険事業計画」とし

て、みよし広域連合の介護保険事業に関する事項を定めるもので、別に老人福

祉法第 20 条の 8 に基づき、各市町が定める「市町村老人福祉計画」と整合性

を図り策定したものです。 

（2）他の関連計画との連携及び整合性 

計画の策定にあたっては、三好市と東みよし町が主体的に計画推進に取り組

む「高齢者（保健）福祉計画」と本介護保険事業計画との十分な連携のもと、制

度の基本理念に沿って、双方が主体的に取り組むものとします。 

また、本計画は、地方自治法に規定する「市町村総合振興計画」の基本構想に

即して定めるほか、医療、保健、福祉に係る計画と調和を保つものとします。 

 

 

 

第7期計画は、平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間としま 

す。 

また、本計画は、団塊の世代が全て後期高齢者となる平成37年度を見据えた中

長期的な視点を持つものであるとともに、法制度の改正や社会情勢等の状況に伴

い計画の見直し等の必要が生じた場合には改定等を行うものとします。 
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第 2 節 計画の位置づけ 

第 3 節 計画の期間 

平成 37 年度までの中長期的見通し 

第 6 期計画 第 7 期計画 第 8 期計画 第 9 期計画 

団塊の世代が 

全て後期高齢者に 
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今回の介護保険制度の改正（「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等

の一部を改正する法律」平成29年5月26日成立）では、高齢者の「自立支援」と要

介護状態の「重度化防止」を図るとともに、介護保険制度の持続可能性を確保する

ことに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする

ため、下記のような考え方が示されています。 

 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組を推進 

（介護保険法） 

・全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕

組みの制度化 

②医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

・「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施 

設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設 

・医療、介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の 

提供その他の支援の規定を整備 

③地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 

（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法） 

・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉 

分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化 

・高齢者と障がい児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護 

保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける 

 

 

（２）介護保険制度の持続可能性の確保 

①2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割に引き上げ 

（介護保険法） 

②介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法） 

   ・各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）は、被保険者 

間で『総報酬割』に変更 

 

 

 

第 4 節 前計画策定時からの主な制度改正 
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（1）計画策定体制 

計画の策定は、「みよし広域連合第7期介護保険事業計画策定委員会」を設置 

し、平成29年9月から平成30年1月まで計3回の審議を行いました。 

この委員会は、学識経験者及び被保険者代表、保健・医療・福祉の関係者に 

委員として参画いただき、幅広い意見の集約を行いました。 

 

（2）計画の進行管理 

本計画で策定した基本目標・基本施策等の実施及び実現に向けて、三好市並 

びに東みよし町の関係課及びその他関係機関との連携を図り、高齢者が住み慣 

れた地域で安心した生活を送ることができるよう支援します。 

 

 

 

日常生活圏域とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう

にするための基盤となる圏域のことです。 

本広域連合では、地理的条件、人口、交通事情、その他の社会的条件、介護給付

等対象サービスを提供するための施設整備の状況等を総合的に勘案して、第 3 期計

画から圏域を設定し、第 6 期計画までは広域連合全域を 1 つの日常生活圏域とし

て施策を展開してきました。 

本計画からは、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を深化・推進す

るための施策を展開するために、構成市町である三好市、東みよし町を別々の圏域

として設定しました。 

 

（日常生活圏域の区分と高齢者の状況） 

平成 29 年 10 月 1 日現在 住民基本台帳 

 

圏域名 総人口 
65歳以上 

高齢者人口 

７５歳以上 

高齢者人口 
高齢化率 

三 好 市 27,088 人 11,331 人 6,809 人 41.8％ 

東みよし町 14,633 人 4,816 人 2,640 人 32.9％ 

合 計 41,721人 16,147 人 9,449 人 38.7％ 

第５節 計画策定の体制 

第 6 節 日常生活圏域 
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【地域包括支援センター設置状況】                   平成 29 年 10 月 1 日現在   

 

名   称 所  在  地 担当圏域 

みよし地域包括支援センター 三好市池田町マチ 2183番地 三 好 市 

東みよし町包括支援センター 三好郡東みよし町昼間 3673番地 1 東みよし町 



 

 

 

 

 

 

    

   

    

 

 

 

 

 

第 1 節 高齢者人口・高齢化率の現状と今後 

第 2 節 要支援・要介護認定者の現状と今後 

 

第 2 章 

高齢者を取り巻く状況と将来推計 
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第 2 章 高齢者を取り巻く状況と将来推計 

 

 

（1）人口構成 

人口構成をみると、平成 24 年度と比較すると、平成 29 年度は年少人口（15

歳未満）及び生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）の構成比が下がっているの

に対し、高齢者人口（65 歳以上）構成比は上がっており、少子高齢化が進行し

ています。                               （単位：人） 

    

人数 構成比 人数 構成比

45,821 100.0% 41,721 100.0%

男性 21,584 47.1% 19,676 47.2%

女性 24,237 52.9% 22,045 52.8%

4,551 9.9% 3,958 9.5%

25,580 55.8% 21,616 51.8%

15,690 34.3% 16,147 38.7%

平成24年度 平成29年度

総人口

年少人口(15歳未満）

生産年齢人口(15歳～64歳）

高齢者人口(65歳以上)  

703

750

904

1,082

966

970

1,041

1,148

1,060

1,110

1,521

1,971

2,223

1,319

1,341

1,401

1,181

667

226

620

693

766

839

756

749

949

1,013

1,139

1,024

1,089

1,487

1,932

2,134

1,216

1,165

1,060

730

315

638

662

894

1,039

933

947

923

1,057

1,078

1,160

1,528

1,766

2,057

1,395

1,642

2,037

2,132

1,502

847

560

650

669

856

757

665

888

902

1,054

1,082

1,151

1,536

1,748

2,014

1,334

1,554

1,803

1,633

1,189

01,0002,0003,000

０歳～４歳

５歳～９歳

１０歳～１４歳

１５歳～１９歳

２０歳～２４歳

２５歳～２９歳

３０歳～３４歳

３５歳～３９歳

４０歳～４４歳

４５歳～４９歳

５０歳～５４歳

５５歳～５９歳

６０歳～６４歳

６５歳～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳～７９歳

８０歳～８４歳

８５歳～８９歳

９０歳以上

【男性】

(人)

【女性】

【人口構成】

男性平成29年度

男性平成24年度

女性平成29年度

女性平成24年度

0 1,000 2,000 3,000

第 1 節 高齢者人口・高齢化率の現状と今後 
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（2）人口及び高齢化率の現状 

みよし広域連合における平成29年10月1日現在の総人口は41,721人で平成

24年度と比較すると、4,100人（8.9％）減となっております。 

年齢別にみると、若年層ほど減少率が大きくなっており、このため高齢化率（総

人口に占める65歳以上の割合）は、平成24年度では34.2％でしたが、平成29

年度では38.7％となっています。 

（単位：人） 

45,821 45,006 44,333 43,337 42,625 41,721 -8.9%

14,657 14,174 13,826 13,256 12,833 12,332 -15.9%

15,474 15,035 14,559 14,127 13,707 13,242 -14.4%

15,690 15,797 15,948 15,954 16,085 16,147 2.9%

65歳～74歳 5,697 5,881 6,165 6,308 6,517 6,698 17.6%

75歳以上 9,993 9,916 9,783 9,646 9,568 9,449 -5.4%

34.2% 35.1% 36.0% 36.8% 37.7% 38.7%

21.8% 22.0% 22.1% 22.3% 22.4% 22.6%

高齢化率

後期高齢化率

総人口

40歳未満

40歳～64歳

65歳以上

増減率

（H29/H24)
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

 
各年10月1日時点 住民基本台帳 

 

14,657 14,174 13,826 13,256 12,833 12,332

15,474 15,035 14,559 14,127 13,707 13,242

5,697 5,881 6,165 6,308 6,517 6,698

9,993 9,916 9,783 9,646 9,568 9,449

34.2% 35.1% 36.0% 36.8% 37.7% 38.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(人）

【みよし広域連合の人口と高齢化率】

40歳未満 40歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上 高齢化率
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（３）高齢者人口・高齢化率の今後 

人口推計は三好市、東みよし町において平成24年から平成29年の各10月1日

時点の住民基本台帳による1歳刻み人口を用いたコーホート変化率法により行い、

その推計結果を合算して算出しました。 

総人口は今後減少し続けるのに対し、65歳以上の人口は平成30年度から減少

に転ずる見込みとなっております。本計画の最終年度である平成32年度には高

齢化率が40.8％となり、平成37年度には高齢化率が43.9％となり、高齢化が一

層進展していくと推計しています。 

（単位：人） 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

40,890 40,042 39,205 35,081

11,880 11,482 11,085 9,216

12,901 12,524 12,112 10,464

16,109 16,036 16,008 15,401

65歳～74歳 6,885 7,035 7,306 6,852

75歳以上 9,224 9,001 8,702 8,549

39.4% 40.0% 40.8% 43.9%

22.6% 22.5% 22.2% 24.4%

高齢化率

後期高齢化率

総人口

40歳未満

40歳～64歳

65歳以上

 

コーホート変化率法による推計値 

 

11,880 11,482 11,085 9,216

12,901 12,524 12,112
10,464

6,885 7,035 7,306
6,852

9,224 9,001 8,702

8,549

39.4% 40.0% 40.8%

43.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

(人）

【みよし広域連合の人口推計と高齢化率推計】

40歳未満 40歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上 高齢化率
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要支援・要介護認定者（各年度 10 月 1 日現在）は、平成 26 年度の 3,457 人か

ら平成29年度にかけて 65人増加、平成29年10月 1日現在で認定者数は 3,522

人となっています。 

また、平成 29 年度の第 1 号被保険者の認定率は平成 26 年度の 21.4％から 0.2

ポイント上がり、21.6％となっています。 

人口推計結果と平成 26 年度の要支援・要介護認定率を基に、本計画期間における

要支援・要介護認定者の推計を行いました。高齢者の減少に伴い、認定者数の減少が

予測されます。 

平成 29 年度と平成 32 年度を比較すると、要介護認定者数は、要介護度が軽度

（要支援 1～要介護 2）の認定者はほぼ横ばいとなっていますが、重度（要介護 3～

要介護 5）の認定者が 165 人程度減少すると見込まれます。 

そのため、第 1 号被保険者の認定率もおよそ 20.8％になると見込まれます。 

（単位：人） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

要支援１ 497 386 373 440 465 384

要支援２ 472 483 488 548 541 630

要介護１ 466 463 475 439 473 452

要介護２ 764 760 758 769 704 677

要介護３ 482 484 505 513 506 536

要介護４ 493 431 456 444 489 491

要介護５ 432 412 402 393 392 352

合計 3,606 3,419 3,457 3,546 3,570 3,522

第１号被保険者認定率 22.5% 21.3% 21.4% 22.0% 22.0% 21.6%  

各年 10 月 1 日時点 みよし広域連合介護保険センター調べ 

 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

要支援１ 459 456 465 458

要支援２ 552 551 560 554

要介護１ 468 466 457 437

要介護２ 688 668 663 621

要介護３ 479 468 466 436

要介護４ 449 424 416 416

要介護５ 359 343 332 238

合計 3,454 3,376 3,359 3,160

第１号被保険者認定率 21.2% 20.8% 20.8% 20.3%  

厚生労働省ワークシートによる推計値 

 

第 2 節 要支援・要介護認定者の現状と今後 



 

10 

 

平成 29 年度における介護度別構成比をみると、要支援 1 は 10.9％、要支援 2 は

17.9％、要介護 1 は 12.8％、要介護 2 は 19.2%、要介護 3 は 15.2％、要介護 4

は 13.9％、要介護 5 は 10.1％となり、要介護 3 以上の重度の認定者数は 39.2％

で、4 割近くになっています。 

 

        【介護度別構成割合（平成29年10月1日時点）】 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

人数 384 630 452 677 536 491 352 3,522

構成比 10.9% 17.9% 12.8% 19.2% 15.2% 13.9% 10.1% 100.0%  

軽度 重度

60.8% 39.2%  

 

また、年齢・介護度別人数をみると、加齢に伴い、要支援・要介護認定を受ける方

が増えているのが分かります。このことからも、介護予防事業に重点を置き、地域全

体で介護予防に取り組めるよう、地域リーダーの育成や、参加し易い環境づくりを進

めていく必要があります。 

 

【年齢別認定率（平成29年10月1日時点）】 

年齢 被保険者数 認定者数 認定率

65～74歳 6,661 225 3.4%

75歳以上 9,444 3,252 34.4%  

 

【年齢・介護度別人数・認定率（平成29年10月1日時点）】 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 認定率

40～64歳 1 6 6 14 9 4 5 45 0.34%

65～69歳 16 21 10 26 20 10 6 109 2.63%

70～74歳 20 22 9 22 15 20 8 116 4.55%

75～79歳 50 87 58 57 47 30 23 352 12.95%

80～84歳 130 161 115 142 96 64 69 777 27.14%

85歳以上 167 333 254 416 349 363 241 2,123 54.90%

合計 384 630 452 677 536 491 352 3,522  



 

 

 

 

 

 

  第 3 章 

アンケート結果による現状 
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第３章 アンケート結果による現状 

 

 

本計画策定の基礎資料とするため、下記のとおり調査を実施しました。 

種　　別 調査対象 調査方法 対象者数

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
　要介護認定を受けていない65歳以上の方と、
要支援1・2の認定を受けられている方を無作為
に抽出

郵送にて調査票を配布 4,000人

在宅介護実態調査
　在宅で生活している要支援・要介護者のうち、
更新・区分変更申請されている方を無作為に抽出

みよし広域連合所属訪問調査員
による、聞き取り

600人

※調査期間：平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日 

 

〈介護予防・日常生活圏域ニーズ調査票の配布・回収状況〉 

配布数 回収数 回収率

三　好　市 2,791件 1,802件 64.6%

東みよし町 1,209件 705件 58.3%

合　　計 4,000件 2,507件 62.7%  

 

 ＊旧町村別 

配布数 回収数 回収率

池　田　町 1,250件 799件 63.9%

井　川　町 407件 276件 67.8%

山　城　町 454件 303件 66.7%

三　野　町 374件 241件 64.4%

西祖谷山村 125件 71件 56.8%

東祖谷山村 181件 112件 61.9%

三加茂町 727件 407件 56.0%

三　好　町 482件 298件 61.8%

合　　計 4,000件 2,507件 62.7%  
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（１）健康づくり・介護予防（運動）について 

   一般高齢者のうち、「過去1年の転倒経験ありの人」は33.4％、「転倒に不 

安のある人」は53.3％と高くなっており、いずれも加齢とともに割合が高くな 

っています。 

 

図表 過去1年間に転んだ経験の有無 

 

 

図表 転倒に対する不安の有無 

 
 

（考察） 

   加齢に伴う筋力低下の予防や回復を目指し、運動習慣の定着化が必要になり 

ます。 

また、自宅のバリアフリー化、さらには、他の施設等のバリアフリー化を進 

めることで、高齢者にとって安心して暮らせる環境づくりを推進することが求 

めらます。 

とても不

安である, 
16.6

やや不安

である, 
36.7

あまり不

安でない, 
27.4

不安でな

い, 15.8

無回答, 
3.5

何度もあ

る, 14.0

1度ある, 
19.4

ない, 64.5

無回答, 
2.1

何度もある 1度ある ない 無回答

24.6
27.2

31.3

41.0
47.6

34.6
28.2 30.7

31.3 43.4 43.1 40.9

00%

20%

40%

60%

80%

男性 女性

29.7
37.6 39.3

54.8

64.3
69.2

44.6
51.8

67.6

76.8 75.1
69.7

00%

20%

40%

60%

80%

男性 女性
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（２）健康づくり・介護予防（食べること）について 

一般高齢者では、「やせ（BMI18.5未満）」の方が6.7％であり、いずれも 

  加齢とともに割合が高くなり、女性は85歳以上で割合が上昇します。 

要支援者では、「やせ」の方が10.5％であり、女性は80歳以上で増加傾向 

にあります。 

図表 BMI＜18.5（一般高齢者） 

     

 

図表 BMI＜18.5（要支援者） 

   

 

（考察） 

   要介護リスクが高まると言われるフレイル（虚弱）や、サルコペニア（筋肉 

量の低下による身体機能の低下）を予防するためには、「低栄養（BMI18.5未 

満のやせ）」予防に取り組むことが重要です。 

口腔機能の低下に誘引される「低栄養」に関するリスクの普及啓発を進め、 

  口腔機能の低下予防に努める必要があります。 

やせ（18.5

未満）, 
6.7%

標準（18.5以上

25.0未満）, 65.0%

肥満（25.0

以上）, 
22.8%

無回答, 
5.5%

やせ（18.5未

満）, 10.5%

標準（18.5以上

25.0未満）, 
57.3%

肥満（25.0以

上）, 19.9%

無回答, 
12.3%

4.8 4.2 5.5 6.6
10.7 11.5

5.2 6.4 5.0 6.4
9.4

19.7

00%

10%

20%

30%

40%

男性 女性

0.0 0.0

33.3

37.5

0.0 0.00.0 0.0

5.9
9.3

7.1

18.5

00%

10%

20%

30%

40%

男性 女性
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（３）地域づくり・社会参加について 

地域活動について、「参加者としてグループ活動等に参加してみたい」と回 

答した人は、一般高齢者で56.2%、要支援者で32.8%となっています。 

また、「企画・運営（お世話役）としてグループ活動等に参加してみたい」 

と回答した人は、一般高齢者で31.6%、要支援者で16.4%となっています。 

 

図表 参加者としてグループ活動等に参加してみたいか 

 

 

図表 企画・運営（お世話役）としてグループ活動等に参加してみたいか 

 

 

（考察） 

   近年、60､70歳代をはじめ比較的元気な高齢者が増えており、一般高齢者の 

方の半数以上がグループ活動に参加したいと答えており、地域でできる支援と 

しては、「見守り・声かけ」、「ごみ出し」等が挙げらます。これらの地域に 

潜在する担い手を発掘し、生活支援ニーズとのマッチングを図ることが求めら 

れます。 

5.3%

8.1%

27.5%

48.0%

59.6%

37.8%

7.6%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=171

n=2,336

要
支
援
者

一
般
高
齢
者

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

1.8%

2.5%

14.6%

29.1%

76.0%

60.8%

7.6%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=171

n=2,336

要
支
援
者

一
般
高
齢
者

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 節 前期計画との比較 

第 2 節 サービスの現状 

第 3 節 サービスの現状と将来推計 

第 4 節 介護給付費の推計 

第 5 節 介護予防給付費の推計 

 

第 4 章 

介護保険サービスの現状と将来推計 
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第 4 章 介護保険サービスの現状と将来推計 

 

第 6 期計画での平成 27 年度及び平成 28 年度の推計値と実績を比較しました。 

 

（1） 介護給付 

① 居宅系サービス 

居宅系サービス全体では、平成 27 年度 101.5％、平成 28 年度 102.8％と 

計画を上回っており、特に、訪問リハビリテーション、通所介護、短期入所生

活介護及び短期入所療養介護が計画値を大きく上回っています。反面、訪問入

浴介護及び居宅療養管理指導については計画を 10％以上下回っています。 

（単位：千円）

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

1,451,568 1,429,836 101.5% 1,381,970 1,344,341 102.8%

①訪問介護 290,045 280,810 103.3% 277,479 289,745 95.8%

②訪問入浴介護 22,030 26,491 83.2% 22,715 26,753 84.9%

③訪問看護 91,695 105,887 86.6% 97,614 107,003 91.2%

④訪問リハビリテーション 10,167 9,186 110.7% 11,264 10,392 108.4%

⑤居宅療養管理指導 12,792 17,181 74.5% 13,030 18,838 69.2%

⑥通所介護 479,567 450,333 106.5% 392,186 342,577 114.5%

⑦通所リハビリテーション 190,131 193,938 98.0% 179,915 196,419 91.6%

⑧短期入所生活介護 216,883 206,113 105.2% 229,383 211,591 108.4%

⑨短期入所療養介護 13,172 12,136 108.5% 18,435 12,153 151.7%

⑩特定施設入居者生活介護 39,762 42,869 92.8% 50,799 42,743 118.8%

⑪福祉用具貸与 81,397 80,780 100.8% 86,372 81,861 105.5%

⑫特定福祉用具販売 3,927 4,112 95.5% 2,778 4,266 65.1%

サービスの種類

居宅サービス

平成27年度 平成28年度

 

※国保連合会給付実績データより集計（以下同様） 

 

 

② 施設サービス 

施設では、介護老人福祉施設を除く全ての施設で計画値を下回っています

が、施設サービス全体で捉えると概ね計画通りとなっています。 

（単位：千円） 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

2,351,696 2,460,883 95.6% 2,369,523 2,461,676 96.3%

①介護老人福祉施設 1,248,376 1,234,987 101.1% 1,235,933 1,239,404 99.7%

②介護老人保健施設 992,057 1,055,449 94.0% 1,009,854 1,052,329 96.0%

③介護療養型医療施設 111,263 170,447 65.3% 123,736 169,943 72.8%

介護保険施設サービス

サービスの種類
平成27年度 平成28年度

 

 

 

第 1 節 前期計画との比較 
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③ 地域密着型サービス 

地域密着型サービスでは、認知症対応型共同生活介護で概ね計画通りとなって

います。 

（単位：千円） 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

752,577 821,577 91.6% 873,697 965,515 90.5%

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 - 43 0 -

②夜間対応型訪問介護 814 0 - 1,746 0 -

③認知症対応型通所介護 17,834 35,103 50.8% 10,921 36,470 29.9%

④小規模多機能型居宅介護 50,888 44,416 114.6% 52,259 45,041 116.0%

⑤認知症対応型共同生活介護 569,268 629,798 90.4% 589,676 625,258 94.3%

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 - 0 0 -

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 113,773 112,260 101.3% 119,736 111,927 107.0%

⑧地域密着型通所介護 - - - 99,316 146,819 67.6%

サービスの種類

地域密着型サービス

平成27年度 平成28年度

 

 

 

④  住宅改修 

住宅改修では、平成 27 年度、平成 28 年度とも、計画値を下回っていま 

す。 

（単位：千円） 

サービスの種類

住宅改修 8,558 10,057 7,174 11,097

給付実績 計画値 計画対比

85.1% 64.6%

平成28年度

給付実績

平成27年度

計画値 計画対比

 

 

 

⑤  居宅介護支援 

居宅介護支援では、概ね計画通りとなっています。 

（単位：千円） 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

211,914 205,752 103.0% 209,302 214,738 97.5%

サービスの種類

居宅介護支援

平成28年度平成27年度

 

 

 

（２）予防給付 

① 介護予防居宅系サービス 

介護予防居宅系サービスでは、短期入所生活介護が計画値を大きく上回って 

いますが、居宅系サービス全体でみると、概ね計画値通りとなっています。 
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（単位：千円） 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

242,726 252,027 96.3% 262,032 257,315 101.8%

①介護予防訪問介護 49,699 49,993 99.4% 53,525 49,969 107.1%

②介護予防訪問入浴介護 1,168 0 - 302 0 -

③介護予防訪問看護 25,474 16,825 151.4% 33,274 17,738 187.6%

④介護予防訪問リハビリテーション 1,839 1,951 94.3% 4,767 2,235 213.3%

⑤介護予防居宅療養管理指導 848 619 137.0% 985 683 144.2%

⑥介護予防通所介護 113,805 121,625 93.6% 116,065 125,097 92.8%

⑦介護予防通所リハビリテーション 36,672 47,656 77.0% 39,138 47,785 81.9%

⑧介護予防短期入所生活介護 494 238 207.6% 476 259 183.8%

⑨介護予防短期入所療養介護 252 0 - 193 0 -

⑩介護予防福祉用具貸与 6,930 6,427 107.8% 8,574 6,857 125.0%

⑪特定介護予防福祉用具販売 2,295 1,446 158.7% 2,220 1,460 152.1%

⑫介護予防特定施設入居者生活介護 3,250 5,247 61.9% 2,513 5,232 48.0%

サービスの種類

介護予防サービス

平成27年度 平成28年度

 

 

 

② 介護予防地域密着型サービス 

介護予防地域密着型サービス全体をみると、平成 27 度 253.1％、平成 28 

年度 190.6％となっており、計画値を上回っています。   （単位：千円） 

  

平 成 2 8 年 度

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

-

1 9 0 . 6 %

- 1 , 6 9 7 0

①介護予防認知症対応型通所介護 0 0 - 0 0

サービスの種類
平 成 2 7 年 度

-

②介護予防小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護予防サービス 6 , 8 8 1 2 , 7 1 92 5 3 . 1 % 5 , 1 7 0 2 , 7 1 2

1 2 8 . 1 %③介護予防認知症対応型共同生活介護 6 , 8 2 4 2 , 7 1 92 5 1 . 0 % 3 , 4 7 3 2 , 7 1 2

57 0

 

 

 

③ 介護予防住宅改修 

介護予防住宅改修では、平成 27 年度 138.4％、平成 28 年度 160.1％と 

なっており、計画値を上回っています。          （単位：千円） 

  

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

7,996 5,779 138.4% 9,246 5,776 160.1%

平 成 2 7 年 度

介護予防住宅改修

サービスの種類
平 成 2 8 年 度

 

 

 

④ 介護予防支援 

介護予防支援では、平成 27 年度 116.9％、平成 28 年度 124.5％となっ 

ており、計画値を上回っています。            （単位：千円） 
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給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

37,133 31,771 116.9% 39,658 31,858 124.5%介護予防支援

サービスの種類
平成28年度平成27年度

 

 

（３）総給付 

介護給付費、予防給付費を年度総給付費としてみると、平成 27 年 97.1％、

平成 28 年度 97.4％となっており、概ね計画通りとなっています。 

（単位：千円） 

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

4,776,313 4,928,105 96.9% 4,841,665 4,997,367 96.9%

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

294,734 292,296 100.8% 316,106 297,661 106.2%

給付実績 計画値 計画対比 給付実績 計画値 計画対比

5,071,047 5,220,401 97.1% 5,157,771 5,295,028 97.4%

予防給付費計

サービスの種類

介護給付費計

サービスの種類
平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

サービスの種類
平成27年度 平成28年度

総給付費  

 

（4）市町別総給付費 

総給付費をみると、みよし広域連合及び構成市町である三好市及び東みよし町 

とも平成 27 年度に比べ平成 28 年度は増加しています。 

また、総給付に占める割合をみると、みよし広域連合では、「施設系」「居宅

系」「地域密着型」「予防給付」の順となっており、平成 27 年度と平成 28 年

度で大きな変化は見られず同様に推移しています。 

それぞれの市町ごとで各サービスの占める割合をみると、三好市及び東みよし 

町ともみよし広域連合と同様の傾向がみられますが、三好市は「地域密着型」

の割合が他のサービスと比較して東みよし町より高くなっています。各市町の

認知症対応型共同生活介護サービスの利用者定員の差が関係していると考えら

れます。                          （単位：千円） 

居宅系

施設系

地域密着型

予防給付

総給付費

居宅系

施設系

地域密着型

予防給付

総給付費

1,699,613

632,165

191,577

3,810,826

平成２7年度

平成２8年度

みよし広域連合 三好市 東みよし町

1,672,040

2,351,696

752,577

294,734

5,071,047

1,598,445

2,369,523

873,697

316,106

5,157,771

1,287,471

415,596

725,169

208,630

3,848,135

638,036

148,528

107,476

1,309,636

1,182,849

1,731,487

384,569

652,083

120,412

103,157

1,260,221
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5,071,047 

3,810,826 

1,260,221 

5,157,771 

3,848,135 

1,309,636 

0
500,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000

みよし広域連合 三好市 東みよし町

【総給付額】

平成27年度 平成28年度

居宅系

30.74

%

施設系

45.00

%

地域密着

型

18.84

%

予防給付

5.42%

【平成28年度】

居宅系

31.73

%

施設系

48.72

%

地域密着

型

11.34

%

予防給付

8.21%

【平成28年度】

居宅系

30.52

%

施設系

51.74

%

知己密着

型

9.55%

予防給付

8.19%

【平成27年度】

居宅系…
施設系

46.37

%

地域密着

型

14.84

%

予防給付

5.81%

【平成27年度】

居宅系, 

30.99

%

施設系

45.94

%

地域密着型

16.94%

予防給付

6.13%

【平成28年度】みよし広域連合 

 三好市  

 

 東みよし町  

居宅系

33.78

%

施設系

44.60

%

地域密着

型

16.59

%

予防給付

5.03%

【平成27年度】
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第２節 サービスの現状 

【徳島県との比較】 

平成 27 年度における各サービスの給付費について徳島県との比較を行いまし 

 た。 

 

平成 27 年 10 月 1 日現在 

徳島県

第１号被保険者数 231,207人 (6.9%)15,904人

みよし広域連合

 

 

【居宅サービス】 

介護給付では、訪問入浴介護、訪問看護及び特定施設入居者生活介護が比較的 

高い数値となっています。予防給付では、介護予防訪問入浴介護が県全体の 71.6％、 

介護予防特定施設入居者生活介護が 22.9％となっています。 

介護給付、予防給付とも訪問看護が高い数値となっているので、今後、医療との 

連携をより強化していく必要があります。 

また、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護は居宅サービスとして位置づ 

けられていますが、養護老人ホームや指定ケアハウスへ入所して受けるサービスと 

なり、今後は、介護保険給付はもとより、保険給付以外での高齢者の居住確保や在 

宅での暮らしを支える生活支援が必要と考えられます。 

（単位：千円） 

徳島県

訪問介護 5,727,392 290,045 (5.1%)

訪問入浴介護 239,346 22,030 (9.2%)

訪問看護 973,511 91,695 (9.4%)

訪問リハビリテーション 556,725 10,167 (1.8%)

居宅療養管理指導 292,694 12,792 (4.4%)

通所介護 9,244,435 479,567 (5.2%)

通所リハビリテーション 3,950,895 190,131 (4.8%)

短期入所生活介護 3,115,253 216,883 (7.0%)

短期入所療養介護 217,341 13,172 (6.1%)

特定施設入居者生活介護 482,927 39,762 (8.2%)

福祉用具貸与 1,534,353 81,397 (5.3%)

特定福祉用具販売 64,182 3,927 (6.1%)

居宅介護支援 3,129,471 211,914 (6.8%)

住宅改修 164,266 8,558 (5.2%)

平成27年度

みよし広域連合

居
宅

サ
ー

ビ

ス
（

介
護

給

付
）

 

※介護保険事業状況報告調査 

 

 

 

 

第 2 節 サービスの現状 



21 

 

（単位：千円） 

徳島県

介護予防訪問介護 812,079 49,699 (6.1%)

介護予防訪問入浴介護 1,631 1,168 (71.6%)

介護予防訪問看護 142,960 25,474 (17.8%)

介護予防訪問リハビリテーション 85,084 1,839 (2.2%)

介護予防居宅療養管理指導 13,308 848 (6.4%)

介護予防通所介護 1,473,774 113,805 (7.7%)

介護予防通所リハビリテーション 753,164 36,672 (4.9%)

介護予防短期入所生活介護 16,958 494 (2.9%)

介護予防短期入所療養介護 3,623 252 (7.0%)

介護予防特定施設入居者生活介護 14,221 3,250 (22.9%)

介護予防福祉用具貸与 150,319 6,930 (4.6%)

特定介護予防福祉用具販売 26,796 2,295 (8.6%)

介護予防支援 528,513 37,133 (7.0%)

住宅改修 115,674 7,996 (6.9%)

平成27年度

みよし広域連合

居
宅

サ
ー

ビ

ス
（

予
防

給

付
）

※介護保険事業状況報告調査 

 

【施設サービス】 

施設サービスでは、介護老人福祉施設が県全体の 12.8％を占めており、施設 

サービス全体では、9.0％をみよし広域連合が占めています。 

（単位：千円） 

徳島県

介護老人福祉施設 9,777,462 1,248,376 (12.8%)

介護老人保健施設 12,021,302 992,057 (8.3%)

介護療養型医療施設 4,322,144 111,263 (2.6%)

平成27年度

施

設

サ

ー

ビ

ス

みよし広域連合

※介護保険事業状況報告調査 

 

【地域密着型サービス】 

地域密着型サービスの介護給付では認知症対応型通所介護が県全体の 5.0％を 

占め、認知症対応型共同生活介護が 8.7％を占めています。地域密着型サービス全 

体では、8.4％をみよし広域連合が占めています。        （単位：千円） 

徳島県

夜間対応型訪問介護 814 814 (100.0%)

認知症対応型通所介護 356,096 17,834 (5.0%)

小規模多機能型居宅介護 1,217,469 50,888 (4.2%)

認知症対応型共同生活介護 6,563,905 569,268 (8.7%)

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 -

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 792,691 113,773 (14.4%)

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

みよし広域連合

平成27年度

 

※介護保険事業状況報告調査 
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第３節 サービスの現状と将来推計 

（１） 居宅サービス  

① 訪問介護／介護予防訪問介護 

訪問介護、介護予防訪問介護は、介護福祉士、ホームヘルパー等が居宅を訪問 

して、入浴、排せつ、食事等の介護や、その他の日常生活での支援を行うサー 

ビスとして、今後も利用者の増加を見込んでいます。 

   なお、介護予防訪問介護は平成 29 年度に地域支援事業に移行したため、減少

となっています。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 290,045 277,479 276,475 290,157 297,377 304,650

回数（回） 9,636 9,211 8,742 9,132 9,233 9,337

人数（人） 6,816 6,312 5,736 6,132 6,132 6,132

訪問介護

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 49,699 53,525 11,396

人数（人） 2,772 2,916 624 0 0 0

介護予防
訪問介護

 

 

290,045 277,479 276,475 290,157 297,377 304,650 

6,816 
6,312 

5,736 
6,132 6,132 6,132 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度
0

1,400

2,800

4,200

5,600

7,000

0

80,000

160,000

240,000

320,000

400,000

（人）（千円）

【訪問介護の推移】 給付費（千円／年） 人数（年）

49,699 
53,525 

11,396 

2,772 
2,916 

624 

0 0 0

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

0

14,000

28,000

42,000

56,000

70,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（人）（千円）

【介護予防訪問介護の推移】 給付費(千円／年） 人数(年）

第 3 節 サービスの現状と将来推計 
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② 訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護 

訪問入浴介護、介護予防訪問介護は、入浴が困難な高齢者等の家庭を移動入浴 

車等で訪問し、入浴の介助を行います。 

訪問入浴介護においては、今後、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。 

訪問入浴介護は、主に重度の要介護者が利用するサービスであるため、介護予 

防訪問入浴についての利用は見込んでいません。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 22,030 22,715 25,050 27,581 28,296 28,800

回数（回） 154 158 170 186 189 190

人数（人） 396 396 408 372 336 312

訪問入浴介護

 

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 1,168 302 0 0 0 0

回数（回） 12 3 0 0 0 0

人数（人） 24 12 0 0 0 0

介護予防
訪問入浴介護

 

   

   

22,030 22,715 
25,050 

27,581 28,296 28,800 

396 396 408 

372 

336 
312 

0

100

200

300

400

500

0

8,000

16,000

24,000

32,000

40,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

(人)(千円)

【訪問入浴介護の推移】 給付費(千円／年） 人数(年）

1,168 

302 0 0 0 0 

24 

12 

0 0 0 0 0

5

10

15

20

25

0

300

600

900

1,200

1,500

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（人）（千円）

【介護予防訪問入浴介護の推移】
給付費（千円／年） 人数（年）
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③ 訪問看護／介護予防訪問看護 

訪問看護、介護予防訪問看護については、看護師、保健師、理学療法士等が家

庭を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスとして、近年増

加しています。今後、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 91,695 97,614 86,826 91,090 95,341 99,721

回数（回） 1,951 1,961 1,747 1,825 1,887 1,950

人数（人） 2,100 2,196 2,064 1,896 1,896 1,896

訪問看護

 

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 25,474 33,274 43,317 39,795 41,258 42,575

回数（回） 627 788 1,016 934 957 978

人数（人） 828 1,008 1,284 1,056 1,032 996

介護予防
訪問看護

 

 

 

 

 

91,695 
97,614 

86,826 91,090 95,341 99,721 

2,100 
2,196 

2,064 
1,896 1,896 1,896 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

24,000

48,000

72,000

96,000

120,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

(人)(千円)

【訪問看護の推移】 給付費(千円／年） 人数(年）

25,474 
33,274 

43,317 

39,795 41,258 42,575 

828 

1,008 

1,284 

1,056 1,032 
996 

0

280

560

840

1,120

1,400

0

11,000

22,000

33,000

44,000

55,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（人）（千円）

【介護予防訪問看護の推移】 給付費（千円／年） 人数（年）
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④ 訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションは、理学療法士や

作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーショ

ンや、その他必要な機能訓練や生活指導を行うサービスです。 

訪問リハビリテーションにおいては、平成 29 年度に大幅に増加する見込みと

なっており、以降も増加していくと見込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 10,167 11,264 15,170 15,837 17,683 19,953

回数（回） 294 326 426 442 487 543

人数（人） 300 360 408 384 384 384

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

 

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 1,839 4,767 10,024 5,799 6,741 7,702

回数（回） 54 145 300 173 199 225

人数（人） 72 168 300 144 144 144

介護予防

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
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⑤ 居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導は、病院、診療所又は薬局の医

師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が家庭を訪問して、療養上の

管理及び指導等を行うサービスで、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指

導とも平成 29 年度に減少し、その後横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 12,792 13,030 12,354 12,273 11,836 12,105

人数（人） 1,500 1,560 1,512 1,476 1,404 1,416
居宅療養管理指導

 

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 848 985 799 1,020 1,033 1,046

人数（人） 144 144 120 156 156 156

介護予防

居宅療養管理指導

 

 

 

12,792 13,030 12,354 12,273 11,836 12,105 

1,500 
1,560 1,512 1,476 

1,404 1,416 

0

320

640

960

1,280

1,600

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

(人)(千円)

【居宅療養管理指導の推移】 給付費(千円／年） 人数(年)
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⑥ 通所介護／介護予防通所介護 

通所介護、介護予防通所介護は、デイサービスセンター等に通い、施設におい

て、入浴、食事の提供等日常生活での支援や機能訓練を受けられる利用者の多い

サービスです。 

通所介護は、平成 28 年度から定員 18 人以下の小規模な通所介護事業所は地

域密着型通所介護となり、介護予防通所介護は、平成 29 年度より地域支援事業

に移行したため減少しています。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 479,567 392,186 407,405 420,463 436,083 451,218

回数（回） 5,403 4,523 4,886 5,011 5,146 5,268

人数（人） 7,056 5,724 5,748 5,376 5,100 4,860

通所介護

 

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 113,805 116,065 1,120

人数（人） 4,344 4,476 36

介護予防
通所介護
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⑦ 通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション 

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションは、介護老人保健

施設、病院、診療所に通い、施設において心身の機能の維持回復を図り、日常生

活の自立を助けるための理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション

を行うサービスで、今後も増加傾向で推移していくと見込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 190,131 179,915 167,204 171,613 171,269 172,264

回数（回） 1,823 1,798 1,696 1,789 1,794 1,805

人数（人） 2,724 2,592 2,568 2,640 2,640 2,640

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 36,672 39,138 44,892 45,048 45,609 46,150

人数（人） 1,128 1,248 1,404 1,488 1,488 1,488

介護予防

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
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⑧ 短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護 

   短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護は特別養護老人ホーム等に短期 

入所し、施設において、入浴、排せつ、食事等の介護等日常生活での支援や機能 

訓練を行うサービスです。短期入所生活介護については、第 7 期期間中に 20 床 

の整備を見込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 216,883 229,383 228,887 232,720 239,132 246,894

日数（日） 2,310 2,505 2,438 2,445 2,475 2,521

人数（人） 1,584 1,692 1,632 1,632 1,632 1,632

短期入所生活介護

 

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 494 476 395 409 414 426

日数（日） 7 7 6 6 6 6

人数（人） 12 12 12 12 12 12

介護予防

短期入所生活介護
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⑨ 短期入所療養介護／介護予防短期入所療養介護 

短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護は介護老人保健施設、介護療養

型医療施設等に短期入所し、施設において、看護、医学的管理のもとにおける介

護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行うサービスです。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 13,172 18,435 21,212 13,994 14,074 14,137

日数（日） 152 211 246 158 157 156

人数（人） 132 180 192 120 120 120

短期入所療養介護

 

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 252 193 154 0 0 0

日数（日） 4 3 2 0 0 0

人数（人） 0 0 0 12 12 12

介護予防

短期入所療養介護
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⑩ 福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与 

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与は、心身の機能が低下した高齢者等に 

車いすやベッド、歩行器等の日常生活の自立を助ける用具を貸与するサービス 

で年々増加傾向にありましたが、今後は横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 81,397 86,372 84,158 80,230 76,167 75,386

人数（人） 7,200 7,320 7,128 6,924 6,672 6,624
福祉用具貸与

 
［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 6,930 8,574 10,975 12,463 12,613 12,762

人数（人） 1,740 2,136 2,652 3,024 3,024 3,024

介護予防

福祉用具貸与  
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⑪ 特定福祉用具販売／介護予防特定福祉用具販売 

特定福祉用具販売、介護予防特定福祉用具販売は、心身の機能が低下した高 

齢者等に家庭で入浴や排せつ等に用いる用具の購入費を一部支給するもので、 

今後、横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

  

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 3,927 2,778 3,971 3,829 3,412 3,121

人数（人） 144 120 132 132 120 108
特定福祉用具販売

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 2,295 2,220 2,083 1,773 1,594 1,613

人数（人） 96 84 84 72 60 60

介護予防

特定福祉用具販売
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⑫ 住宅改修／介護予防住宅改修 

住宅改修、介護予防住宅改修は、高齢者等が住む住居の段差を解消したり、 

廊下や階段に手すりを取り付ける等、小規模の改修に対して費用の一部を支給 

するもので、今後、横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 8,558 7,174 7,817 7,763 7,856 7,949

人数（人） 108 84 96 96 96 96
住宅改修

 

  

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 7,996 9,246 6,945 7,436 7,525 7,614

人数（人） 96 108 84 84 84 84

介護予防
住宅改修  
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⑬ 特定施設入居者生活介護／介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護は有料老人ホーム、

軽費老人ホームに入所している要介護者等について、その施設が提供するサービ

スの内容、担当者等を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護、

その他の日常生活での支援、機能訓練、療養上の世話を行うサービスで、今後、

施設の整備予定もないため、横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 39,762 50,799 55,641 56,606 57,311 57,990

人数（人） 216 276 288 300 300 300

特定施設

入居者生活介護
 

［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 3,250 2,513 2,684 2,134 2,161 2,186

人数（人） 48 24 36 24 24 24

介護予防特定施設

入居者生活介護
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⑭ 居宅介護支援／介護予防支援 

居宅介護支援、介護予防支援とは、要介護（要支援）認定者が、居宅サービ

ス等を適切に利用できるように、介護支援専門員（ケアマネジャー）が心身の

状況・環境・本人や家族の希望等を勘案し、利用する在宅サービス等の種類や

内容・総合的なサービス計画を作成するとともに、提供するサービスを確保す

るために、事業者等との連絡調整を行うもので、今後、横ばいで推移すると見

込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 211,914 209,302 201,400 200,112 202,604 205,007

人数（人） 15,120 14,856 14,100 13,992 13,992 13,992
居宅介護支援

 
［予防給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 37,133 39,658 23,988 21,036 21,298 21,550

人数（人） 8,412 8,952 5,448 4,752 4,752 4,752
介護予防支援
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（2）施設サービス 

① 介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設は特別養護老人ホームのことであり、寝たきりや認知症で常 

時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所できる施設で、食事・入浴・排 

せつ等日常生活介護や療養上の支援が受けられます。 

平成 27 年度から平成 29 年度の実績に基づき、平成 30 年度からのサービ

ス見込量を推計しました。 

今後は、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 1,248,376 1,235,933 1,245,527 1,250,729 1,262,618 1,277,698

人数（人） 5,124 5,160 5,124 5,148 5,148 5,148

介護老人
福祉施設  

   

 

② 介護老人保健施設 

介護老人保健施設は老人保健施設のことであり、病状が安定している人に対し、

医学的管理のもとで、看護・介護・リハビリを行う施設で、医療上のケアやリハ

ビリ、日常生活介護を一体的に提供して、家庭復帰への支援が受けられます。 

平成27年度から平成29年度の実績に基づき、平成30年度からのサービス見込

量を推計しました。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 992,057 1,009,854 1,032,916 1,011,873 1,024,474 1,036,622

人数（人） 3,876 3,972 4,104 3,996 3,996 3,996

介護老人
保健施設
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【介護老人福祉施設の推移】 給付費(千円／年） 人数(年）
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③ 介護医療院 

   介護医療院は地域包括ケアシステムの5要素（医療、介護、生活支援、予防、 

住まい）のうち、介護療養型医療施設が持つ「医療」「介護」「生活支援」に 

加え「住まい」の機能を持った長期療養を目的とした支援が受けられます。こ 

うしたニーズに対応できる新しい介護保険施設として、平成30年度より開設さ 

れます。 

 開設できる主体は、医療法人のほか、地方公共団体や社会福祉法人などの非 

営利法人等です。管内にある介護療養型医療施設が平成30年度中に全て介護医 

療院に移行すると予定されています。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 176,218 178,333 180,447

人数（人） 540 540 540
介護医療院

 

  

992,057 1,009,854 1,032,916 1,011,873 1,024,474 1,036,622 

3,876 3,972 4,104 3,996 3,996 3,996 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

(人)(千円)
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④ 介護療養型医療施設 

介護療養型医療施設は、急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで

長期にわたる療養が必要な人のための医療機関の病床で、医療・看護・介護・リ

ハビリ等が受けられます。 

平成 27 年度から平成 29 年度の実績に基づき、平成 30 年度からのサービス

見込量を推計しました。 

なお、現在ある「介護療養病床」については、介護保険法改正により、平成30

年3月末に廃止することとされていましたが、6年延長され、平成35年度末に廃

止予定となっております。 

 

［介護給付］ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 111,263 123,736 140,856 0 0 0

人数（人） 348 384 432 0 0 0

介護療養型
医療施設  
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（3）地域密着型介護サービス 

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた自宅や地域

で継続して生活が送れるように、地域に密着してその状況に柔軟に対応できるサー

ビスです。サービスの事業者の指定・指導監督はみよし広域連合が行い、サービス

を利用できるのは、原則としてみよし広域連合の住民のみになります。 

○地域密着型（施設・居住系サービス）必要利用定員総数の設定 

第6期末の 第7期末の

定員実績 平成30年度 平成31年度 平成32年度 定員実績見込

39 0 0 0 39

225 0 0 0 225

0 0 0 0 0

第7期中の必要利用定員総数（整備予定数）

地域密着型介護老人福祉施設

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設  

 

① 認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護 

認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護は、認知症の要介護者の 

通所介護で、自立した日常生活を営めることができるように、特別養護老人ホー 

ム、老人デイサービスセンター等に通い、当該施設において、入浴、排せつ、食 

事等の介護、その他の日常生活での支援及び機能訓練を受けるサービスです。 

 

[介護給付] 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 17,834 10,921 13,869 10,151 7,815 4,733

回数（回） 163 98 122 382,780 66 39

人数（人） 192 108 96 72 48 36

認知症対応型
通所介護

 

[介護給付] 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 0 0 0 0 0 0

回数（回） 0 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0 0

介護予防
認知症対応型
通所介護  
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② 小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護は、「通い」（デイ 

サービス）を中心として、必要に応じて随時、「訪問」（ホームヘルプサービス） 

や「泊まり」（ショートステイ）を組み合わせて、身近な地域で「なじみの」介 

護職員による多様な介護が受けられるサービスで、要介護度が高くなっても在宅 

での生活が継続できるよう支援されます。 

今後は、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

[介護給付] 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 50,888 52,259 52,965 53,902 54,573 55,220

人数（人） 240 264 264 264 264 264

小規模多機能型

居宅介護

 

[予防給付] 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 57 1,697 3,006 4,028 4,077 4,126

人数（人） 0 24 36 48 48 48

介護予防小規模

多機能型居宅介護
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③ 認知症対応型共同生活介護／介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護は、認知症の要介護者が、生活支援を受けながら共

同生活をする施設であるグループホームにおいて、入浴、排せつ、食事の介護や

日常生活での支援及び機能訓練を受けられます。 

ほぼ同等の利用を予測しており、横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

[介護給付] 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 569,268 589,676 600,914 599,119 608,456 617,300

人数（人） 2,412 2,532 2,532 2,520 2,532 2,544

認知症対応型
共同生活介護  

[予防給付] 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 6,824 3,473 979 0 0 0

人数（人） 36 12 0 0 0 0

介護予防認知症対応型

共同生活介護
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【認知症対応型共同生活介護の推移】 給付費(千円／年） 人数(年）
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④  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員29人以下の小規模な特

別養護老人ホームで、地域密着型施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食

事等の介護、その他の日常生活での支援、機能訓練、健康管理及び療養上の世話

を行います。 

ほぼ同等の利用を予測しており、横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

[介護給付] 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 113,773 119,736 134,379 125,724 127,289 128,799

人数（人） 468 468 504 468 468 468

地域密着型

介護老人福祉施設

入所者生活介護  

 

   

 

 

 

⑤  地域密着型通所介護 

地域密着型通所介護は、定員 18 人以下のデイサービスセンター等に通い、施

設において、入浴、食事の提供等日常生活での支援や機能訓練を受けられます。 

定員 18 人以下の通所介護が平成 28 年度から地域密着型通所介護へ移行され

ました。 

[介護給付] 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 99,316 97,083 120,412 124,382 132,568

回数（回） 1,182 1,030 1,273 1,373 1,479

人数（人） 1,584 1,416 1,404 1,284 1,164

地域密着型
通所介護
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【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の推移】 給付費(千円／年） 人数(年）
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⑥  夜間対応型訪問介護 

夜間対応型訪問介護は、夜間に定期的な巡回または通報により、訪問介護が受

けられるサービスです。居宅の要介護者について、その方の居宅において、入浴、

排せつ、食事の介護その他の日常生活での支援を受けられ夜間の生活を安心して

送れるよう援助されます。 

ほぼ同等の利用を予測しており、横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

[介護給付] 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

給付費（千円） 814 1,746 511 506 513 519

人数（人） 12 24 12 12 12 12

夜間対応型
訪問介護   
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⑦  地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員 29 人以下の小規模な介護専用の

有料老人ホーム等で、その地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、担当

者等を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常

生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を受けられます。 

本計画期間中に施設の整備計画はなく、サービスの実施は見込んでおりません。 

   

⑧  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、 

入浴、排泄、食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられるサ 

ービスです。 

本計画期間中にサービスの実施は見込んでおりません。 

 

⑨  複合型サービス 

小規模多機能居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間

の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられるサービスです。 

本計画期間中にサービスの実施は見込んでおりません。 
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第 4 節 介護給付費の推計 
 

  （単位：千円）

平成27年度

(実績）

平成28年度

(実績）

平成29年度

(見込み）

平成30年度

(推計）

平成31年度

(推計）

平成32年度

(推計）

290,045 277,479 276,475 290,157 297,377 304,650

22,030 22,715 25,050 27,581 28,296 28,800

91,695 97,614 86,826 91,090 95,341 99,721

10,167 11,264 15,170 15,837 17,683 19,953

12,792 13,030 12,354 12,273 11,836 12,105

479,567 392,186 407,405 420,463 436,083 451,218

190,131 179,915 167,204 171,613 171,269 172,264

216,883 229,383 228,887 232,720 239,132 246,894

13,172 18,435 21,212 13,994 14,074 14,137

81,397 86,372 84,158 80,230 76,167 75,386

3,927 2,778 3,971 3,829 3,412 3,121

8,558 7,174 7,817 7,763 7,856 7,949

39,762 50,799 55,641 56,606 57,311 57,990

0 43 0 0 0 0

814 1,746 511 506 513 519

17,834 10,921 13,869 10,151 7,815 4,733

50,888 52,259 52,965 53,902 54,573 55,220

569,268 589,676 600,914 599,119 608,456 617,300

0 0 0 0 0 0

113,773 119,736 134,379 125,724 127,289 128,799

0 0 0 0 0 0

0 99,316 97,083 120,412 124,382 132,568

1,248,376 1,235,933 1,245,527 1,250,729 1,262,618 1,277,698

992,057 1,009,854 1,032,916 1,011,873 1,024,474 1,036,622

176,218 178,333 180,447

111,263 123,736 140,856 0 0 0

211,914 209,302 201,400 200,112 202,604 205,007

4,776,313 4,841,665 4,912,591 4,972,902 5,046,894 5,133,101

居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

介護サービスの総給付費

福祉用具貸与

地域密着型通所介護

居宅介護支援

施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

※千円以下を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。（以下、同様） 

 

 

 

 

第 4 節 介護給付費の推計 
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第 5 節 介護予防給付費の推計 

 

 （単位：千円） 

平成27年度

(実績）

平成28年度

(実績）

平成29年度

(見込み）

平成30年度

(推計）

平成31年度

(推計）

平成32年度

(推計）

49,699 53,525 11,396

1,168 302 0 0 0 0

25,474 33,274 43,317 39,795 41,258 42,575

1,839 4,767 10,024 5,799 6,741 7,702

848 985 799 1,020 1,033 1,046

113,805 116,065 1,120

36,672 39,138 44,892 45,048 45,609 46,150

494 476 395 409 414 426

252 193 154 0 0 0

6,930 8,574 10,975 12,463 12,613 12,762

2,295 2,220 2,083 1,773 1,594 1,613

7,996 9,246 6,945 7,436 7,525 7,614

3,250 2,513 2,684 2,134 2,161 2,186

0 0 0 0 0 0

57 1,697 3,006 4,028 4,077 4,126

6,824 3,473 979 0 0 0

37,133 39,658 23,988 21,036 21,298 21,550

294,734 316,106 162,757 140,941 144,323 147,750

介護予防通所リハビリテーション

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防支援

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防住宅改修

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入費

地域密着型介護予防サービス

介護予防サービス

介護予防通所介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防サービスの総給付費

 

■総給付 

（単位：千円） 

平成27年度

(実績）

平成28年度

(実績）

平成29年度

(見込み）

平成30年度

(推計）

平成31年度

(推計）

平成32年度

(推計）

5,071,047 5,157,771 5,075,348 5,113,843 5,191,217 5,280,851総給付費

 

第 5 節 介護予防給付費の推計 
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第 5章 地域で支えあう環境づくり 

0 

  

１ これまでの取組                           

地域支援事業は、介護保険事業計画（第 6期計画）で「地域で支え合う環境づくり」

を目標として取組んできました。 

この節では、「第 6期計画」の取組状況の評価を行い、今後 3年間（平成 30年度

～平成 32年度）に取り組むべき課題を整理します。 

 

（1）第 6期計画の地域支援事業の全体像について 

 地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとと

もに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援することを目的とした事業です。 

 第 6期計画から介護予防事業が「介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事

業」という。）となり、要支援者に対する予防給付の一部と一体となって事業の再構築

が行われ、また、包括的支援事業（社会保障充実分）に、「在宅医療・介護連携推進事

業」、「生活支援体制整備事業」及び「認知症総合支援事業」が位置付けられました。 

 総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が

参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進

し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもので

あります。 

そのため、広域連合の介護保険事業は、構成市町における共通事務の一元化を目的

として、広域連合が保険者となり構成市町と連携を図りながら実施してきましたが、

総合事業を開始した平成 29年 4月から地域支援事業の「総合事業の企画・運営」及

び「包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業を除く）」の実施主体を構成市町と

し、広域連合と緊密な連携を図りながら事業を実施しています。 

 

（ア）総合事業の実施 

総合事業は、旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護（以下「旧介護予防訪問

介護等」という。）により提供されていた専門的なサービス、住民主体の支援等の多様

なサービスの「介護予防・生活支援サービス事業」と住民主体の介護予防活動の育成

及び支援等を行う「一般介護予防事業」（旧二次予防事業及び旧一次予防事業）からな

り、平成 29年 4月から構成市町が実施主体となり事業を実施しています。 

介護予防・生活支援サービス事業は、従前の旧介護予防訪問介護等相当の訪問型・

第 1節 地域支援事業のこれまでの取組と課題 
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通所型サービスに加え、緩和した基準の訪問型・通所型サービスＡ、短期集中で介護

予防を行うサービスＣを提供しています。 

また、その対象者は「要支援認定者」及び「基本チェックリストにより事業対象者

と判断された者」（以下「要支援者等」という。）が必要なサービスを利用できます。 

 

（イ）包括的支援事業の充実・強化 

包括的支援事業は、地域のケアマネジメントを総合的に行うために、第 1号介護予

防支援事業、総合相談支援業務、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント業

務があり、これらの事業は、地域包括支援センターが一括して事業を実施しています。

第 6 期の制度改正では、これらの「地域包括支援センターの運営」に加え、「在宅医

療・介護連携の推進」「生活支援サービスの体制整備」「認知症施策の推進」「地域ケア

会議の推進」に係る事業が位置づけられたため、平成 29年度から構成市町が実施主

体となり体制づくりや取り組みを開始しています。 

また、地域包括支援センターにおいては、これらの事業と十分に連携し、それぞれ

の地域の実情にあった地域包括ケアシステムを構築していく重要な機関となってい

ます。併せて、中長期的な視野も踏まえ、行政（市町）機能の一部として、高齢者の

総合相談、権利擁護、介護予防のケアマネジメント及び地域ケア会議等を通じたケア

マネジメント支援等を実践しながら、行政（市町）と一体となって、地域包括ケアシ

ステム構築に向けた取組を推進できるよう地域包括支援センターの体制強化を図っ

ていくことが重要であります。 

直営型、委託型にかかわらず、行政（市町）機能の一部として地域の最前線に立ち、

地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として期待されることから、平成 29年

度に地域包括支援センターの実施主体を構成市町とし、三好市直営 1箇所、東みよし

町委託 1 箇所で 2 つの地域包括支援センターを設置し、適切な人員配置、行政（市

町）との連携強化、ＰＤＣＡによる効果的な事業の運営という観点から機能強化を図

っています。 

 

（ウ）任意事業の実施 

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくこと

ができるように、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護

被保険者を現に介護する者等に対し、介護保険制度の適切な実施を図るための「介護

給付費適正化事業」や要介護者及び要介護者家族の在宅介護を支援するための「家族

介護支援事業」等を実施しています。 
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包括的支援事業（社会保障充実分）に新しく位置付けられた事業の概要 

○ 在宅医療・介護連携推進事業 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（カ）医療・介護関係者の研修 

（キ）地域住民への普及啓発 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 

○ 生活支援体制整備事業 

（ア）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 

（イ）協議体の設置 

○ 認知症総合支援事業 

（ア）認知症初期集中支援推進事業 

（イ）認知症地域支援・ケア向上事業 

 

【第 6期計画の地域支援事業の全体像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度から 

 ●は市町に事業を移行 ■はみよし広域連合で実施 平成 27・28年度 みよし広域連合で実施 

任意事業 

○介護給付費適正化事業 

○家族介護支援事業 

○その他の事業 

任意事業 

■介護給付費適正化事業 

■家族介護支援事業 

■その他の事業 

介護予防給付（要支援 1～2） 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（要支援 1～2、それ以外の者） 

● 介護予防・生活支援サービス事業 

・訪問型サービス 

・通所型サービス 

・生活支援サービス（配食等） 

・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

● 一般介護予防事業 

包括的支援事業 

● 地域包括支援センターの運営 

● 地域ケア会議の充実 

● 認知症総合支援事業 

■ 在宅医療・介護連携推進事業 

● 生活支援体制整備事業 

介護予防事業 

○ 一次予防事業 

○ 二次予防事業 

包括的支援事業 

○ 地域包括支援センターの運営 

・介護予防ケアマネジメント 

・総合相談支援業務 

・権利擁護業務 

・ケアマネジメント支援 

介護予防給付 

（要支援 1～2） 

訪問看護、福祉用具

訪問介護、通所介護 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 
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2 地域支援事業の実施状況（※表中の単位は、年間の延べ人数・回数・件数・箇所）      

（1）総合事業 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若

しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することによ

り、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、活動的で生きがいの

ある生活や人生を送ることができるように支援することを目的として事業を実施

しています。また、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、専門的なサー

ビスに加え住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、

地域の支え合いの体制づくりを推進することを目的としています。 

 

（ア）従前相当の訪問型・通所型サービス 

 要支援者等に対して、旧介護予防訪問介護等に相当するサービスを提供しています。 

（訪問型サービス） 

市町名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
２，７７２人 ２，９１６人 

１．９５９人 

東みよし町 ７５３人 

みよし広域連合（合計）   ２，７７２人    ２，９１６人 ２，７１２人 

 

（通所型サービス） 

市町名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
  ４，３４４人    ４，４７６人 

２，５９８人 

東みよし町 １，７９４人 

みよし広域連合（合計）   ４，３４４人    ４，４７６人 ４，３９２人 

※平成 28年までは、旧介護予防訪問介護等によりサービスを提供しました。 

 

（イ）緩和した基準の訪問型・通所型サービスＡ 

要支援者等に対して、旧介護予防訪問介護等に係る基準よりも緩和した基準によ

るサービスを提供しています。 
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（訪問型サービス） 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 ― ― ３７２人 

東みよし町 ― ― ２０１人 

みよし広域連合（合計） ― ― ５７３人 

 

（通所型サービス） 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 ― ― １７４人 

東みよし町 ― ― ９人 

みよし広域連合（合計） ― ― １８３人 

※平成 29年度から、新たにサービスを開始しました。 

 

（ウ）短期集中サービスＣ 

要支援者等に対して、保健・医療の専門職により「運動器の機能向上」、「口腔機

能向上」、「栄養改善」を目的に、短期間の運動教室を実施しています。また、心身

の状況等により通所による事業への参加が困難な要支援者等を対象に、専門職がそ

の居宅を訪問して、生活機能等に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・

指導を行っています。 

 

（通所型サービス）：のびのび教室 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
２０回 ６０回 ４０回 

３７１人 １．０５０人 ８３０人 

東みよし町 
１０回 ３０回 ９回 

１９７人 ７９２人 １４４人 

みよし広域連合（合計） 
３０回 ９０回 ４９回 

５６８人 １，８４２人 ９７４人 
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（訪問型サービス） 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 １７人 ４６人 １０人 

東みよし町 ４人 ８人 ０ 

みよし広域連合（合計） ２１人 ５４人 １０人 

※平成 28年までは、二次予防事業によりサービスを提供しました。 

 

イ 一般介護予防事業 

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場

を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大して

いくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関

する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態

になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予

防を推進することを目的に事業を実施しています。 

 

（ア）介護予防把握事業 

地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり

等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる

ことを目的に事業を実施しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 ９４０人 １３７人 ３，２９８人 

東みよし町 ２４６人 ９０人 ２００人 

みよし広域連合（合計） １，１８６人 ２２７人 ３，４９８人 

※平成 28年度までは一次予防事業として実施しました。 

 

（イ）介護予防普及啓発事業 

介護予防に資する基本的な知識を普及・啓発するため、有識者による講演会・健

康づくりのための教室等の開催を実施します。 

 

（きらめき元気アップ教室） 

通所事業所等に通い「いきいき百歳体操等」を実施することで「運動器の機能向

上」やその他のプログラムを実施することで「栄養改善」、「口腔機能向上」を図れ
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るよう事業を実施しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
２０箇所 ２１箇所 ２５箇所 

１０，５４４人 １０，４６３人 １０，４７６人 

東みよし町 
３箇所 ３箇所 ６箇所 

５２６人 ４６９人 ５３０人 

みよし広域連合（合計） 
２３箇所 ２４箇所 ３１箇所 

１１，０７０人 １０，９３２人 １１，００６人 

 

（水中運動教室） 

生活機能の維持・向上を目的として、専門の指導員による膝や腰に負担の少ない

水中でのストレッチやウォーキング等の運動を実施しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
１箇所 ２箇所 １箇所 

３５３人 ３０５人 ３３６人 

東みよし町 
１箇所 ２箇所 １箇所 

１９５人 １８０人 １７０人 

みよし広域連合（合計） 
１箇所 ２箇所 １箇所 

５４８人 ４８５人 ５０６人 

 

（いきいき百歳体操） 

住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、高齢者が元気で

いきいきと自分らしい生活を送ることができる地域の実現をめざし、誰もが身近な

場所で気軽に取り組める「いきいき百歳体操（徳島県版）」の普及を進めております。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
― １０箇所 ２１箇所 

― ５，０１２人 １４，５３７人 

東みよし町 
― ５箇所 １９箇所 

― １，０１２人 ７，１９０人 

みよし広域連合（合計） 
― １５箇所 ４０箇所 

― ６，０２４人 ２１，７２７人 
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（介護予防講演会） 

介護予防に関する普及啓発を図るために、理学療法士等の専門職による講義、実

技を合わせた介護予防に関する講演会を実施しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
２回 ６回 ４回 

１５２人 ４５１人 １８０人 

東みよし町 
１回 １回 ２回 

７１人 ３９人 ８８人 

みよし広域連合（合計） 
３回 ７回 ６回 

２２３人 ４９０人 ２６８人 

 

（介護予防体操の放映） 

  自発的な介護予防活動への取り組みを推進するため、ケーブルテレビで介護予防

体操を放映しています。 

 

（ウ）地域介護予防活動支援事業 

地域住民組織（地区住民福祉協議会、老人会等）の介護予防に関する自主的活動

を支援するため事業を実施します。 

 

（地域いきいき事業） 

地域住民組織の自主的な活動に対し、講師の派遣等を行い地域づくりを支援して

います。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
１６回 ２８回 ２８回 

５５６人 ９４７人 ９００人 

東みよし町 
― ― ― 

― ― ― 

みよし広域連合（合計） 
１６回 ２８回 ２８回 

５５６人 ９４７人 ９００人 

 

（介護予防教室） 

地域住民組織の自主的な活動に対し、「運動器の機能向上」、「認知症予防」等の講 
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習を行い、地域づくりを支援しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
８回 ８回 ９回 

１５２人 １６０人 １５４人 

東みよし町 
２回 １回 ８回 

５６人 １９人 ２０３人 

みよし広域連合（合計） 
１０回 ９回 １７回 

２０８人 １７９人 ３５７人 

 

（エ）介護予防事業評価事業 

ストラクチャー指標、プロセス指標等の評価指標を活用しながら、介護予防事業

を効果的に実施するための検証を行うため事業評価を実施しています。 

 

（2）包括的支援事業 

ア 地域包括支援センターの運営 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくこ

とができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢

者の心身の状況や生活の実態等を把握し、また、本人、家族、関係機関等からの相

談を受け、地域における適切な機関、保健・医療・福祉サービスの制度の利用につ

なげる等の支援を実施しています。 

 

（ア）第 1号介護予防支援事業 

  地域包括支援センターは、要支援者等が総合事業のサービスを適切に利用できる

よう介護予防ケアマネジメント業務を実施しています。 

市 町 名 区 分 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
ケアマネジメントＡ ― ― ３，３８１件 

ケアマネジメントＢ ６１件 １３７件 ９３件 

東みよし町 
ケアマネジメントＡ ― ― １，７９５件 

ケアマネジメントＢ ３０件 ７４件 ２０件 

みよし広域連合

（合計） 

ケアマネジメントＡ ― ― ５，１７６件 

ケアマネジメントＢ ９１件 ２１１件 １１３件 
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※平成 28年度までは、ケアマネジメントＢは介護予防ケアマネジメント業務として

実施しました。 

 

（イ）総合相談支援業務 

  地域における総合相談窓口として、高齢者に関する様々な相談を受け、適切なサ

ービス機関や制度の利用につなげる等の支援を行いました。 

（相談件数） 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度（見

込み） 

三 好 市 
２，４６７件 

５１５件 ４００件 

東みよし町 １，４０２件 １，４４０件 

みよし広域連合（合計） ２，４６７件 １，９１７件 １，８４０件 

 

（ウ）権利擁護業務 

地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決で

きない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高

齢者に対し、専門的・継続的な視点から権利擁護のために必要な支援を行いました。 

（相談件数） 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
４２件 

１１件 １０件 

東みよし町 ８２件 ５４件 

みよし広域連合（合計） ４２件 ９３件 ６４件 
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（エ）包括的・継続的ケアマネジメント業務 

地域の関係機関と連携・協力の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援

を実施しました。 

（介護支援専門員に対する研修会） 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
６回 

８１人 

２回 ３回 

２８人 ９０人 

東みよし町 
４回 ５回 

５８人 ２１５人 

みよし広域連合（合計） 
６回 ６回 ８回 

８１人 ８６人 ３０５人 

 

（介護支援専門員に対する個別支援） 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
５８件 

２８件 ２０件 

東みよし町 １００件 ７５件 

みよし広域連合（合計） ５８件 １２８件 ９５件 

 

（オ）指定介護予防支援業務 

  地域包括支援センターは包括的支援業務を実施するとともに、指定介護予防支援

事業所として要支援者が介護予防サービス等の適切な利用を行うことができるよ

う介護予防支援業務を実施しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 ５，４３９件 ５，９６７件 ３，９８４件 

東みよし町 ３，０１５件 ３，０１０件 ２，１００件 

みよし広域連合（合計） ８，４５４件 ８，９７７件 ６，０８４件 

※平成 29年度は、介護予防支援のうち総合事業のサービスのみを利用する要支援者

等のケアマネジメントは、総合事業の介護予防ケアマネジメントＡに移行しました。 
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（3）包括的支援事業（社会保障充実分） 

ア 地域ケア会議推進事業 

（ア）地域ケア個別会議 

地域包括支援センターでは、個別ケースの検討を通じた個別課題の解決、ネット

ワークの構築及び地域課題の発見を目的とする地域ケア会議を実施しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 １０回 １２回 ８回 

東みよし町 １２回 １６回 １５回 

みよし広域連合（合計） ２２回 ２８回 ２３回 

 

（イ）地域ケア推進会議 

個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや政策形成に結びつ

けていくために構成市町が実施主体となり、地域ケア会議を実施しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 ７回 ７回 ６回 

東みよし町 １回 ２回 ２回 

みよし広域連合（合計） ８回 ９回 ８回 

 

イ 在宅医療・介護連携推進事業 

  医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するため

に、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とし、広域連合

では、平成 28年度から一部の事業を三好市医師会に委託し、構成市町を含む関係

機関と各項目について協議・検討を行い、準備が整った項目から事業構築に向けた

体制づくりや取り組みを開始しています。 

ウ 生活支援体制整備事業 

多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的

に図っていくことを目的とし、平成 29年度から構成市町が実施主体となり体制づ

くりや取り組みを開始しています。 

 

 



59 

 

（ア）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員の配置） 

第 1層（市町単位）に生活支援コーディネーターを配置する必要があり、平成 29

年度からは構成市町に生活支援コーディネーターを配置しました。 

 

（イ）協議体の設置 

  第 1層（市町単位）の協議体を立ち上げるために、関係機関等との協議・検討を

行い、準備が整った構成市町から協議体を設置しています。 

 

エ 認知症総合支援事業 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境

で暮らし続けられるために、「初期の段階で認知症による症状の悪化防止のための

支援」や「認知症の方、その疑いのある方に対して総合的な支援」を行うため、平

成29年度から構成市町が実施主体となり体制づくりや取り組みを開始しています。 

（ア）認知症初期集中支援推進事業 

認知症初期集中支援チームの設置について関係機関等との協議・検討を行い、準

備が整った構成市町から事業を開始しています。 

 

（イ）認知症地域支援・ケア向上事業 

認知症地域支援推進員を構成市町に配置しています。 

 

（認知症カフェ） 

 認知症の人やその家族、地域住民、介護や福祉などの専門家などが気軽に集い、情

報交換や相談を行っております。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 
― １回 ５回 

― ２２人 １２０人 

東みよし町 
― １回 １２回 

― ３５人 ３６０人 

みよし広域連合（合計） 
― ２回 １７回 

― ５７人 ４８０人 
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（4）任意事業 

ア 介護給付費適正化事業 

（ア）介護給付費通知等事業 

介護保険における給付費の理解を深めてもらうため、介護保険サービスを利用し

た人に対し、利用サービスの内容と費用内訳を通知しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 ９，２００件 ９，３２２件 ８，１７２件 

東みよし町 ３，５１３件 ３，５３５件 ２，９４８件 

みよし広域連合（合計） １２，７１３件 １２，８５７件 １１，１２０件 

 

（イ）ケアプラン点検事業 

ケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資する適切なケアプランとな

っているかを、介護支援専門員とともに検証確認しながら、介護支援専門員の「気づ

き」を促すとともに健全なる給付の実施を支援しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 ５８件 ８７件 ５２件 

東みよし町 １８件 ２５件 ２０件 

みよし広域連合（合計） ７６件 １１２件 ７２件 

 

イ 家族介護支援事業 

（ア）介護用品支給事業 

在宅介護をしている家族介護者の方に対して、経済的負担の軽減を図り、要介護

者（要介護 4 又は 5 の方）の在宅生活の継続と安定を図ることを目的として、介

護用品（紙おむつ、尿とりパット等）の支給をしています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 １５８件 １８５件 １８７件 

東みよし町 ５６件 ６０件 １９件 

みよし広域連合（合計） ２１４件 ２４５件 ２０６件 
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（イ）家族介護教室 

家族介護者の介護の知識、技術、介護サービスの適切な利用方法の習得や介護者

同士の交流等を図れる教室を開催し、精神的・身体的負担の軽減を図っています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 １回 ０ １回 

東みよし町 ― ― ― 

みよし広域連合（合計） １回 ０ １回 

 

（ウ）家族介護慰労事業 

在宅で寝たきり高齢者等（要介護 4 又は 5 の方）を介護している市町民税非課

税世帯のうち、介護サービスを利用しないで介護を行っている場合に介護慰労金を

支給します。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 ０ ０ ０ 

東みよし町 ０ ０ ０ 

みよし広域連合（合計） ０ ０ ０ 

 

ウ その他の事業 

（ア）住宅改修支援事業 

居宅介護支援等を受けていない要介護認定者等のために、介護支援専門員等が

「住宅改修が必要な理由書」を作成した場合に経費を助成しています。 

市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 １６件 １４件 ３件 

東みよし町 １１件 ７件 ９件 

みよし広域連合（合計） ２７件 ２１件 １２件 

 

（イ）認知症サポーター養成講座 

地域における認知症高齢者に関する正しい知識を持ち、地域の中で認知症の人及

びその家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、誰もが住み慣れた

地域でいつまでも健やかに安心して住み続けられる地域づくりを推進しています。 
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市 町 名 
平成 27年度 

（実績） 

平成 28年度 

（実績） 

平成 29年度 

（見込み） 

三 好 市 ３２２人 ２１７人 ４４７人 

東みよし町 ３９１人 ３１５人 １２９人 

みよし広域連合（合計） ７１３人 ５３２人 ５７６人 

 

3 高齢者福祉に関する課題                       

 広域連合管内の高齢者に関する課題は次のとおり様々であり、「地域づくりの推進」

や「認知症施策の充実」にも地域の支えが必要であり、「在宅生活を支える施策」には

医療と介護の連携強化が必要となっています。こうした課題は複合的に対処すべきも

のとなっており、高齢者の様々な状況・ニーズに応じた切れ目のない継続的な支援が

必要であり、地域全体が共通の意識を持ちながら、互いに切れ目なく、問題解決のた

めに取り組んでいくことが必要となっています。 

 

（1）介護予防の推進 

 日常生活圏域ニーズ調査では、体を動かすことについて、約 6割が「15分続けて

歩けるし、している」、約 9割が「週 1回以上の外出している」と回答しており、介

護予防に対する意識が高いことが伺えました。しかし、一方で約 6割が「転倒に対す

る不安を感じている」、約 3割が「外出機会が減っている」との回答もありました。 

今後は、機能訓練などの高齢者本人のアプローチだけではなく、生活環境の調整や、

地域の中に生きがい・役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢

者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプローチが重要

です。 

このような効果的なアプローチを実践するため、地域においてリハビリテーション

専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進していく必要があり、高齢者が生き

がい・役割をもって生活できる地域の実現を目指すことが重要となっています。 

 

（2）総合事業の推進 

広域連合では、平成 29 年 4 月から実施主体を構成市町とし総合事業を開始しま

した。従前相当の訪問・通所介護に加え、緩和した基準の訪問型・通所型サービスＡ、

短期集中で介護予防を行うサービスＣを提供しており、利用者の状況に応じた適切な

サービスを選択することが可能となりました。 

日常生活圏域ニーズ調査では、地域での活動について、「趣味関係のグループ」へ参 
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加している方が約 3割、その他の「ボランティア」・「スポーツ関係のグループ」・「学

習・教養サークル」へ参加している方が約 1 割～約 2 割となっています。しかし、

一方で地域づくり活動（参加者）について、約 5割が「参加意向がある」と回答して

います。 

 今後は上記のサービスに加え、住民主体の自主活動として行うサービスＢ、他のサ

ービスと一体的に行われる移動支援等の訪問型サービスＤなど、地域の状況にあわせ、

必要なサービスを一体的なものとして提供していくことが求められています。 

 また、一般介護予防事業としての住民主体の「住民通いの場」は、年齢や心身の状

況等によって分け隔てることなく、人と人とのつながりを通じて地域づくりを推進し、

多様なサービスを展開していくうえでの基盤（受け皿）となり得ることから、地域住

民が介護予防活動を自主的に行うための支援が必要となっています。 

 

（3）地域における担い手育成 

 総合事業の開始により、介護事業所だけでなくボランティア団体等によるサービス

の提供が可能となりました。これにより、高齢者の生活や健康づくりを地域全体で進

める視点が必要となっています。 

日常生活圏域ニーズ調査では、地域づくり活動（お世話役）について、「参加意向が

ある」と回答した方が約 3割ありました。 

今後は、元気な高齢者の力を地域づくりに活かせるよう、地域活動への参加の仕組

みと就労環境の整備が求められており、既存のサービス事業所だけでなく、地域団体

や住民を巻き込んだ高齢者福祉の充実が必要となっています。 

 

（4）認知症対策の充実 

 広域連合、構成市町では、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住

み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるよう、認知症サポーターの養成や認知症

カフェへの支援等を行ってきました。 

今後も高齢者人口の増加とともに認知症高齢者は増加していくことが推測される

ことから、介護従事者や家族の認知症への対応技術の向上、認知症の人を地域で支え

るための認知症の理解促進が必要となります。また、認知症は、誰にでも起こりうる

可能性があるということを理解し、地域で支え合う仕組みを構築していくことが求め

られているため、地域資源を有効に活用していくことも重要となっています。 

 第 7 期計画においても認知症対策や認知症高齢者を支援できる環境づくりは重点

的に進めなければならない分野です。 

 



64 

 

（5）医療と介護の連携強化 

 第６期計画策定時には、団塊の世代が後期高齢者となる平成 37（2025）年を見

据え、地域包括ケアシステムの構築が求められました。また、国では、第 7期計画策

定に向けた介護保険の見直しのポイントの 1 つとして「地域包括ケアシステムの深

化・推進」を挙げており、その中で「医療・介護の連携の推進等」に焦点が当てられ

ています。 

 日常生活圏域ニーズ調査では、約 9割が「治療中または後遺症のある病気がある」、

約 2割が「介護が必要又は介護を受けている」と回答しています。また、広域連合管

内では高齢化が進行しており、今後も医療と介護の両方が必要な高齢者のニーズが増

加していくことが推測されます。 

「医療と介護の連携」については、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けてま

すます重要となるため、連携強化に向けた取組を検討し着実に実施していくことが重

要となっています。 

 

（6）在宅生活を支える生活支援の充実 

 広域連合、構成市町では、介護保険サービスだけでは解決できない問題や地域のニ

ーズ、地域課題を把握するために、地域ケア会議や生活支援コーディネーターの配置、

情報の共有・連携・協働を目的に協議体を設置してきました。 

日常生活圏域ニーズ調査では、毎日の生活について、約 5割が「物忘れが多いと感

じる」、約 1 割が「1 人での外出ができない」・「食事の用意ができない」と回答して

います。また、在宅介護実態調査でも、要支援 1～要介護 2の介護者は「外出の付き

添い」等について不安が大きい傾向がみられました。 

 今後、多様な生活上の困りごとへの支援が特に必要となる単身高齢者や高齢者世帯

が増加していくことを踏まえると、介護保険サービスだけではなく、高齢者等の地域

住民の力を活用した多様な生活支援サービスを検討していく必要があります。 

 

（7）介護者への支援の推進 

 在宅介護実態調査では、在宅生活を継続していくにあたって、介護者が不安に感じ

る介護を要介護度別にみると、要支援 1～要介護 2 と比べ要介護 3 以上では「認知

症への対応」と「夜間の排泄」への不安が高くなっています。 

 このことから、家族介護者の負担を軽減できるような機会やサービスの提供、介護

者同士の情報交換の機会を設けるなど介護者支援策を検討する必要があります。 
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（8）地域包括支援センター機能の一層の充実 

日常生活圏域ニーズ調査では、日常生活圏域により、家族構成や生活状況等に差異

があることがわかりました。 

今後は、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、高齢者を取り巻く地域の様々

な社会資源を結び付け、地域全体で高齢者を支え合う方向性を示す必要があります。 

特に、地域包括支援センターは、地域の最前線に立ち、地域包括ケアシステムを推

進する中核的な機関として、現状の課題や今後求められる役割を勘案しつつ、複合的

な機能強化を図ることが重要とされています。 

日常生活圏域ごとの状況に対応していくためには、地域に密着した地域包括支援セ

ンターの機能の一層の充実を図り、それぞれの地域を分析し、適切な施策を進めるこ

とが必要となっています。 

 

（9）高齢者の住まいの選択肢の拡大 

 高齢者数・高齢者世帯が増加する中、高齢者一人ひとりの健康状態や家族の状況、

経済状況は様々であり、多様化する高齢者の状況やニーズに対応した住まいの確保が

求められています。介護が必要な状況になっても、できる限り住み慣れた地域で安心

して在宅生活を送るためには、福祉施策と住宅施策を連携させ、高齢者の住まいの総

合的な支援を検討する必要があります。 

 

（10）介護人材の確保・育成 

全国では介護従事者の離職率が高く、平成 37年には全国で 38万人の介護人材が

不足すると見込まれている中、介護人材の確保に向け、介護現場で働く人材の裾野の

拡大、介護従事者の定着促進を図るための労働環境・処遇の改善が重要になっていま

す。また、国では「安心につながる社会保障」として介護者離職ゼロを掲げており、

その対策の１つに介護サービスを提供するための人材の育成・確保が挙げられていま

す。 

 介護職員が離職しないよう、職場の環境づくりやキャリアアップなどの支援のあり

方について、国の検討内容等を注視しつつ、様々な施策を有効活用できるよう情報提

供等を行っていく必要があります。 
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第２節 地域包括ケアシステムの構築 

第 6期計画では、団塊の世代が全て 75歳以上となる平成 37（2025）年の地域

包括ケアシステムの実現を目指し、医療や介護、生活支援などのサービスが一体的に

切れ目なく提供される仕組みづくりを推進するために、「医療・介護連携の推進」、「認

知症施策の推進」、「生活支援・介護予防サービスの基盤整備」、「高齢者の居住安定に

係る施策との連携」に重点的に取り組んできたところです。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域包括ケアシステムを深

化・推進させていくことが必要となります。また、介護保険法等の改正や国の示す指

針において、「自立支援、介護予防・重度化防止の推進」、「介護に取り組む家族等への

支援の充実」が明記されるなど、介護予防や家族介護者の介護負担の軽減、介護離職

の防止も重要な課題となっています。 

 以上のことを踏まえて、第 7期計画では、「第 6期計画」の重点取組を引き継ぎつ

つ、家族介護者への支援を追加し、「住民主体による地域づくりの推進」、「総合事業の

推進」、「認知症対策の充実」、「在宅医療と介護の連携強化」、「介護者への支援の充実」、

「地域支援体制の推進」、「多様な住まい方への支援の推進」の７つを計画の目標とし、

重点的に取組みます。 

 

1 住民主体による地域づくりの推進                   

 住民主体による地域づくりが求められるのは、多様な日常生活上の困りごとなど介

護保険サービス等による支援では解決できない生活課題に柔軟に対応するとともに、

高齢者の地域活動への参加は、活動を行う高齢者自身の生きがいにもつながり、介護

予防や閉じこもり防止にもなると考えられるためです。 

 高齢者の見守りやサロンの開催など、既に支え合いの体制が構築されている地域が

ある一方で、高齢化により、近所付き合いや自治会の活動が困難となっている地域も

あることから、生活支援体制整備事業の実施主体となる構成市町や生活支援コーディ

ネーターなどが中心となり、生活支援等サービスの体制整備の構築、地域住民の活動

の立ち上げ支援、組織づくり支援等により、生活支援ニーズと地域の高齢者の活動を

マッチングさせる取組を推進するとともに、地域づくりの企画・運営や地域づくりに

参加したいと思っている高齢者に対し、生活支援等サービスを提供するボランティア

となるための研修等を充実させます。 

 また、生活支援を必要とする高齢者が、多様な生活支援サービスを利用できるよう

に、構成市町が実施主体となり定期的な情報の共有・連携強化の場（協議体）を設置

することにより体制整備を推進します。 

 

第 2節 重点的取組 
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2 総合事業の推進                           

 構成市町において平成 29年 4月に開始した総合事業は、要支援認定者や基本チェ

ックリスト該当者を対象とする「介護予防・生活支援サービス事業」と 65歳以上の

全ての高齢者を対象とする「一般介護予防事業」で構成されています。 

 介護予防・生活支援サービス事業として、訪問型・通所型サービスに「従前相当の

国基準サービス」と「緩和した基準の構成市町独自基準サービスＡ」、「短期集中で介

護予防を行うサービスＣ」を提供しています。訪問型サービスの独自基準サービスＡ

は、生活援助のみを提供するサービスであることから、新たなサービスの担い手とし

て一定の研修を終了した者でもサービスを提供できるよう人員基準を緩和していま

す。この研修は平成 29年度から各事業所で実施することとなっていますが、今後は

受講者数を増やしていく必要があることから、研修体系の見直しや地域住民への周知

等に重点を置いていきます。 

また、今後はこれらの取組を推進するとともに、要支援者等の選択できるサービス・

支援を充実させるため、新たなサービスの創出についても検討していく必要がありま

す。 

そこで、住民主体の自主活動として行うサービスＢ、他のサービスと一体的に行わ

れる移動支援等の訪問型サービスＤなど、構成市町の独自施策や生活支援等サービス

を実施することにより、要支援者等の能力を最大限に活かしつつ、要支援者等の状態

に応じたサービスが選択できる体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ

効率的な支援等を実施します。 

 また、一般介護予防事業については、介護予防に関する教室やイベントにおける介

護予防の普及啓発、地域における介護予防の自主グループ活動への支援など、介護予

防につながる様々な取組を展開しています。この他、高齢者が容易に通える範囲に、

住民主体で「通いの場」を充実できるよう地域住民の活動の立ち上げ支援や介護予防

に関する普及啓発等の取組を推進します。 

 

3 認知症対策の充実                          

 第 6期計画でも認知症対策については重点取組としていましたが、今後も国の「新

オレンジプラン」等を参考に認知症施策全体をさらに充実させていきます。 

第 6期計画期間中は、認知症の方やその介護者、専門職など誰でも参加できる「認

知症カフェ」の立ち上げ及び運営支援や地域住民の理解促進のため認知症サポーター

の養成を行ってきました。 

また、平成 29年度には、構成市町ごとに認知症の人やその家族に早期に関わる「認

知症初期集中支援チーム」や医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関をつな
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ぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う「認知症地域支援推

進員」の配置について協議・検討を行い、準備が整った事業から体制づくりや取組を

開始しています。 

今後も、早期診断・早期対応のための体制づくりや地域住民の理解促進、見守り体

制の構築、家族介護者への支援など、多様な手段により認知症高齢者とその家族を支

える環境づくりを推進します。 

 

4 在宅医療と介護の連携強化                      

在宅医療と介護の連携強化については、地域包括ケアシステムで掲げる身近な地域

でいつまでも暮らし続けることができるまちの将来像の実現に欠かせない視点です。

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができるよう、広域連合と構成市町、三好市医師会、地

域包括支援センター、関係機関等と協働・役割分担し、医療機関と介護事業所等の関

係者の連携を推進し、在宅療養や退院時等の連携の取組を充実させていきます。また、

地域住民に向けて在宅医療・介護連携に関する講演会等を開催することにより、在宅

医療・介護連携について理解促進を図ります。 

 

5 介護者への支援の充実                        

 要介護状態になっても住み慣れた自宅で安心して暮らすためには、家族による介護

が重要となります。しかし、介護期間が長期になると介護者自身の負担が大きくなり、

介護離職や高齢者虐待に至ってしまう場合もあることから、介護者の負担軽減や孤立

防止を図れるよう、介護者への支援を充実させる必要があります。 

 そこで、利用者の状態に合った適切なサービスの検討・選択、介護者の負担緩和に

つなげるために、地域包括支援センター等の相談体制の充実を図ります。 

 また、介護者の知識や理解を深め、介護者同士のネットワークを作るために、家族

介護者教室や認知症カフェ等を開催することで、介護者の身体的・精神的な負担軽減

につながります。今後も、介護者への情報提供や介護者同士の交流の支援や取組につ

いて検討していきます。 

 

6 地域支援体制の推進                      

 地域包括ケアシステムの取組を展開していくため、地域包括支援センターを中心と

した地域支援体制を充実させ、地域包括ケアシステムの深化・推進とネットワークの

拡充を進めます。そのために、従来からある地域包括支援センターの運営に加え、「在 
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宅医療・介護連携の推進」、「認知症支援の推進」、「地域ケア会議の推進」、「生活支援

サービスを担う支援体制の充実」及び「総合事業」などの事業の実施主体や広域連合、

構成市町と綿密に連携・調整できる体制の確保や役割分担を行いながら取組を推進し

ていきます。 

 また、構成市町や地域包括支援センターでは、高齢者個人に対する支援の充実とそ

れを支える関係機関や社会資源の整備を同時に進めていくために「地域ケア会議」を

開催します。地域包括支援センターでは、高齢者の生活を地域全体で支援することを

目的に個別事例を検討（「地域ケア個別会議」）し、構成市町では、個別事例により共

有された地域課題を地域づくりや政策形成に結びつけるために「地域ケア推進会議」

を開催し、ここでの議論等を踏まえて地域課題を解決するための社会基盤の整備を行

います。 

 

7 多様な住まい方への支援の推進                    

 地域包括ケアシステム構築には、生活の基盤として必要な住まいが整備され、かつ、

本人の心身機能や経済力等にかなった住まい方が確保されていることが前提となり

ます。 

 地域包括ケアシステムは、それらを確保したうえで、介護・医療・予防・生活支援

を柔軟に組み合わせて提供される姿が想定されています。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けることができるよう、サービス付き高

齢者向け住宅や有料老人ホームなどの住まいの情報提供や介護保険住宅改修費の助

成等を実施するとともに、今後も多様な住まいのあり方について検討していきます。 

 

8 介護離職ゼロへの取り組み                     

平成27年に国が打ち出した「1億総活躍社会」の実現に向けた緊急対策の中で、「介

護離職ゼロ」対策に重きが置かれました。これは、親などの介護のために離職せざる

を得ない家族介護者をなくすことを目指した取り組みです。 

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を見居えると、介護離職は深刻な課題と

なることが懸念されます。家族介護者や要介護者一人ひとりの生活の質の向上のため、

介護離職ゼロに向けた取り組みをすすめていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 節 保険料算定 
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第 6 章 保険料算定 

第 1 節 保険料算定 

（1）標準給付費見込み額 

本計画期間における介護保険全体での事業量は以下の通りです。 

合計

15,585,911

915,000

405,000

42,000

5,740,631 16,965,251

5,191,217

305,000

135,000

14,000

5,650,997標準給付費見込額

算定対象審査支払手数料

審査支払手数料支払い件数(件）

5,573,623

204,000件

平成30年度 平成31年度 平成32年度

5,113,843

305,000

135,000

14,000

総給付費

特定入所者介護サービス費等給付額

高齢介護サービス費等給付額

高額医療合算介護サービス費等給付額

5,280,851

305,000

135,000

14,000

17,340

68,000件

5,780

68,000件

5,780

68,000件

5,780

 

総給付費 

介護給付費と予防給付費を合算した値が、総給付費になります。 

特定入所者介護サービス費等給付額 

所得が低い要介護者が施設サービス等を利用した場合に係わる食費・居住費の負担

を軽くするために支給されます。 

高額介護サービス費等給付額 

１か月に受けた介護保険サービスの１割の利用者負担の合計が上限額を超えた場

合、その超えた分が高額介護サービス費として支給されます。 

高額医療合算介護サービス費等給付額 

１年間に医療保険と介護保険の両方のサービスを利用した世帯の自己負担額の合

計が著しく高額になる場合、医療・介護合算の自己負担限度額（年額）を超えた金額

が高額医療合算介護サービス費として支給されます。 

算定対象審査支払手数料 

市町村と都道府県国保連合会との契約により定められる審査支払手数料単価のう

ち、国庫負担金等の算定の基準となる単価（85 円）に審査支払見込件数を乗じた額

です。 

標準給付費見込額 

総給付費に特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高

額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料を加えたものです。 

 

 

 

第 1 節 保険料算定 

（単位：千円） 
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（2）地域支援事業費の見込み 

地域支援事業は、要支援・要介護状態になることを予防（介護予防）し、要介護

状態等になった場合も住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように

実施するものです。具体的な事業内容については、本計画の第 5 章に記載していま

す。 

平成30年度

地域支援事業費　合計

平成31年度 平成32年度 合計

335,363 331,917 330,320 997,600

介護予防・日常生活支援総合事業費 236,372 229,845

包括的支援事業・任意事業費 98,991 102,072 103,072 304,135

227,248 693,465

 

（3）介護保険の財源構成 

保険料基準額を算定するにあたり、第 1 号被保険者の負担率が、第 7 期は 23％

に改正（第 6 期は 22％）されることとなりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

算出した標準給付費見込み額に地域支援事業費を加算し、第 1 号被保険者の 

負担率（23％）を乗じ、第 1 号被保険者負担分相当額を算出しました。 

  

  

平成29年度 平成30年度 平成31年度 合計

第１号被保険者負担分相当額 1,389,067 1,376,070 1,396,319 4,131,456   

 

（4）保険料収納必要額 

 

 

 

 

 

 

 

財政安定化基金拠出金 

保険料収納必要額 ： 3,173,380,398 円 

第 1 号被保険者負担分相当額 調整交付金相当額 

調整交付金見込額 

財政安定化基金償還金 財政安定化基金取崩額 

準備基金取崩額 

公費負担

(国・県・

保険者）

50%第2号保

険料 28%

第1号保

険料22%

≪第6期計画期間≫

公費負担

(国・県・

保険者）

50%第2号保

険料27%

第1号保

険料 23%

≪第7期計画期間≫

（単位：千円） 

（単位：千円） 
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第 1 号被保険者負担分相当額 

平成 30 年度から平成 32 年度までの標準給付費見込額、地域支援事業費の合計額

に対して、第 1 号被保険者の負担割合 23％（第 6 期は 22%）を乗じた値が第 1 号

被保険者負担相当額となります。 

 

調整交付金相当額と調整交付金見込額 

国の負担割合の内、5.0％は調整交付金での負担となり、みよし広域連合における

調整交付金相当額は 882,935,776 円となります。 

調整交付金は各市町村間における財政力の差を調整するためのもので、高齢者の所

得が少なく後期高齢化率の高い地域等を考慮し、みよし広域連合においては 5.0％を

超えて 9.85％（3 年間平均）が交付される見込みです（調整交付金見込額）。 

 

財政安定化基金拠出金 

保険者の財政不足時に資金の交付・貸付を行うため、都道府県が設置する基金への

拠出金となり、みよし広域連合では財政安定化基金拠出金はありません。 

財政安定化基金償還金 

給付費増による財源不足分を補うための無利子借入金です。みよし広域連合では、

財政安定化基金償還金はありません。 

財政安定化基金取崩額 

財政安定化基金とは、第 3 期計画期間まで国、県、市町村が 1/3 ずつ拠出してい

た県の基金の事で、平成 24 年 4 月 1 日に施行（一部公布日施行）される「介護サ

ービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」で、基金の取崩しを

行い介護保険料の軽減等に活用するとされています。今回、取崩予定はありません。 

 

 

第 1 号被保険者負担分相当額 

＝（標準給付費見込額＋地域支援事業費）×第 1 号被保険者負担割合（23%） 

＝4,131,455,621 円（平成 30～32年度） 

調整交付金相当額 

＝（標準給付費見込額＋新しい総合事業開始後の介護予防・日常生活支援総合事業費） 

×調整交付金割合（5.0％）＝882,935,776円 

調整交付金見込額 

＝（標準給付費見込額＋新しい総合事業開始後の介護予防・日常生活支援総合事業費） 

×調整交付金見込交付割合（平成 30年度 10.33％、平成 31年度 9.87％、平成 

32 年度 9.34％） 

＝1,738,011,000 円  
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準備基金取崩額 

準備基金とは、前年度までの余剰金です。平成 29 年度末の準備基金残高の見込額

は、約 228,000,000 円となっており、取崩し額を 103,000,000 円と設定してい

ます。 

所得段階別加入者数の推計 

負担能力に応じた保険料となるよう所得段階を設定し、人口推計より算出された値

を基に所得段階別加入者数より按分して算出します。 

※  老齢福祉年金は、明治 44 年 4 月 1 日以前に生まれた方、または大正 5 年 4 月 1 日以前に生ま

れた方が受けている年金です。 

※ 公的年金等の収入金額は老齢・退職年金等の課税年金収入額であり、障害年金・遺族年金等の非

課税年金収入額は含みません。 

※ 合計所得金額は収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療

費控除等の所得控除をする前の金額です。 

段階 対象者 

第 1 段階 
生活保護受給者、市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者または合計

所得金額と課税年金収入額の合計額が 80 万円以下の者 

第 2 段階 
市町村民税非課税世帯に属する、第 1 段階以外の者で、合計所得金額と課税年金

収入額の合計額が 120 万円以下の者 

第 3 段階 市町村民税非課税世帯に属する、第 1 段階、第 2 段階以外の者 

第 4 段階 
市町村民税課税世帯に属するが、本人は市町村民税非課税で、合計所得金額と課

税年金収入額の合計額が 80 万円以下の者 

第 5 段階 市町村民税課税世帯に属するが、本人は市町村民税非課税で、第 4 段階以外の者 

第 6 段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 120 万円未満の者 

第 7 段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満の者 

第 8 段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満の者 

第 9 段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 300 万円以上の者 
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基準額に対する割合

1,415

375

1,417

494

376

2,315

2,115

2,248

第８段階

第9段階

第６段階

第５段階

第２段階

300万円

1,424

496

377

0.75

1.0

1.2

8.9%

3.1%

2.3%

14.5%

13.3%

14.1%

平成30年度 平成31年度

所得段階別加入者数

基準所得金額

120万円

200万円

3,792

2,330

2,129

2,263

493

1,544

3,775

2,252

2,320

2,119

(平成30年度～

平成32年度）
平成32年度

3,768 0.523.6%第１段階

構成比

計 100.0%15,95815,98716,061

第４段階

第３段階

0.99.6%1,5341,536

10.6%1,6951,6981,706 0.75

1.3

1.5

1.7

第７段階

 

 

■ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 

所得段階別加入割合補正後被保険者数とは、所得段階により保険料が異なるため、 

所得段階別加入者数を、各所得段階別の保険料率で補正したものです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 10 円単位以下、端数処理の為、計算式から算出される金額と一致しない場合があります。 

 

 

 

 

所得段階別加入割合補正後被保険者数

合計

43,022

平成30年度 平成31年度 平成32年度

14,393 14,327 14,301

保険料収納

必要額 

保険料収納率 

見込

（99.15%） 

所得段階別加入割合補正後

被保険者数 

12 か月 

第 1 号被保険者の介護保険料の基準額 ： 6,200 円（月額） 

（単位：人） 
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第 7 期【所得段階別保険料（年額）】 

 

段階 対象者 保険料率 
保険料 

（年額） 

第 1 段階 

生活保護受給者、市町村民税非課税世帯に属する

老齢福祉年金受給者または合計所得金額と課税年

金収入額の合計額が 80 万円以下の者 

基準額×

0.45 

×12 ヶ月 

33,480 円 

第 2 段階 

市町村民税非課税世帯に属する、第 1 段階以外

の者で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額

が 120 万円以下の者 

基準額×

0.75 

×12 ヶ月 

55,800 円 

第 3 段階 
市町村民税非課税世帯に属する、第 1 段階、第

2 段階以外の者 

基準額×

0.75 

×12 ヶ月 

55,800 円 

第 4 段階 

市町村民税課税世帯に属するが、本人は市町村民

税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合

計額が 80 万円以下の者 

基準額×0.9 

×12 ヶ月 
66,960 円 

第 5 段階 
市町村民税課税世帯に属するが、本人は市町村民

税非課税で、第 4 段階以外の者 

基準額×1.0 

×12 ヶ月 
74,400 円 

第 6 段階 
本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 120

万円未満の者 

基準額×1.2 

×12 ヶ月 
89,280 円 

第 7 段階 
本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 120

万円以上 200 万円未満の者 

基準額×1.3 

×12 ヶ月 
96,720 円 

第 8 段階 
本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 200

万円以上 300 万円未満の者 

基準額×1.5 

×12 ヶ月 
111,600 円 

第 9 段階 
本人が市町村民税課税で、合計所得金額が 300

万円以上の者 

基準額×1.7 

×12 ヶ月 
126,480 円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1節 給付適正化の推進 

第 2節 地域密着型サービス運営委員会の設置並びに指導監査の実施 

第 3節 介護サービス基盤の整備 

第 4節 計画の点検・評価方法 

 

第 7章 

介護保険事業の適正・円滑な運営 
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第 7章 介護保険事業の適正・円滑な運営 
 

 

 

給付適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必

要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことであり、

適切なサービスの確保とその効果としての費用の効率化を通じて介護保険制度へ

の信頼を高め、持続可能な介護保険制度を目指すものです。 

これらを実現するため、要介護認定においては、全国一律の基準に基づき行われ

ていることから、認定調査及び認定審査会がその基準に沿って実施されているかを

常に意識し、基準の共有を行うことで、適正な認定が行われるように取り組みます。 

また、介護給付の適正化においては、今までよりも具体的な働きかけが求められ

ていることを受け、不適切なサービス提供に対する監視を強化し、その結果報告を

行うとともに、不適切な事例を事業所に周知することで、サービス及び給付の適正

化を図ります。 

そして、これらの活動を通じ、介護給付の適正化を進める目的について、事業所

はもとより、介護保険の利用者の理解を深めるように努めます。 

 

 

 

地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、介護保険の被保険者、介護サ

ービスの事業者、保健・医療・福祉経験者、学識経験者等からなる「地域密着型運

営委員会」を設置し、地域密着型サービス事業所の指定、地域密着型サービスの質

の確保及び地域密着型サービス事業の運営の評価に関し協議を行います。 

また、地域密着型施設等に対し、法令等を遵守した運営が健全かつ円滑に行われ

るよう毎年指導監査を実施します。 

 

 

高齢者が、たとえ要介護状態等になっても、可能な限り住み慣れた地域で、継続

して日常生活を営むことができるよう、広域連合と関係市町が連携し、多様化する

利用者のニーズを反映した十分な質・量のサービスを確保できる地域密着型サービ

ス等の基盤整備について検討を行います。 

  また、施設整備に関しては、増大する給付費の抑制、保険料への影響の観点から、

ニーズ、地域性、将来推計等を十分考慮しながら進めていく必要があり、今後どの

ように整備していくかについて検討を行います。 

 

第 1節 給付適正化の推進 

第 2節 地域密着型サービス運営委員会の設置並びに指導監査の実施 

第 3節 介護サービス基盤の整備 
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第 4節 計画の点検・評価方法 

 

介護保険事業の円滑な推進のため、保健・医療・福祉経験者、学識経験者で構成

された地域包括支援センター運営協議会及び地域密着型サービス運営委員会にお

いて、事業の点検や評価を行います。 

また、新しい介護予防・日常生活支援総合事業については、国のガイドライン等

を踏まえつつ、実施をしていく中で地域の実情に沿った取り組みが可能となるよう、

行政・関係団体等が一体となって評価・検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4節 計画の点検・評価方法 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みよし広域連合介護保険事業計画策定委員会設置要綱】 

【策定委員名簿】 

 

第 8章 

参考資料 
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第 8章 参考資料 

【みよし広域連合介護保険事業計画策定委員会設置要綱】 

 

制定 平成 20年 8月 13日要綱第 2号 

 

（設置） 

第 1 条 みよし広域連合（以下「広域連合」という。）は、介護保険法第 117 条に

定める介護保険事業計画の策定及び改定を行うため、みよし広域連合介護保険事業

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第 2条 委員会は、広域連合の介護保険事業計画について検討し、その結果をみよし

広域連合長（以下「広域連合長」という。）に報告する。 

（委員） 

第 3条 委員会は、委員 20名以内で構成し、委員は次に掲げる者の中から、広域連

合長が委嘱する。 

 （1） 学識経験者 

 （2） 保健、福祉、医療関係者 

 （3） その他広域連合長が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第 4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2   委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

3  委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

4  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第 5条 委員会は、委員長が召集し、委員長が議長となる。 

2   委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

（委員の任期） 

第 6 条 委員の任期は、広域連合長に対し、第 2 条の規定による報告を行った時点

をもって終了するものとする。 

（事務局） 

第 7条 委員会の事務局は、みよし広域連合介護保険センターに置く。 

（その他） 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 
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 附 則 

 この要綱は、平成 20年 9月 1日から施行する。 

附 則（平成 23年 5月 1日要綱第 3号） 

 この要綱は、平成 23年 5月 1日から施行する。 
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【策定委員名簿】 

委員構成 氏  名 所     属 

学識経験者 

 中川 洋一 三好保健所長 

 宮成 文隆 徳島県西部総合県民局保健福祉環境部副部長 

保健関係者 

川上 清美 徳島県市町村保健師連絡協議会三好支部長 

加藤 八重子 東みよし町健康づくり課保健師 

福祉関係者 

◎田中 一幸 三好市福祉事務所長 

谷口 博人 三好市長寿・障害福祉課長 

〇住友 光弘  東みよし町福祉課長 

菅井 弘昭 三好市民生委員児童委員協議会会長 

川野 悦博 東みよし町民生委員児童委員協議会会長 

瀧川 昌彦 三好市社会福祉協議会事務局長 

藤内 則康 東みよし町社会福祉協議会事務局長 

片山 健一 みよし地域包括支援センター主幹 

荒岡 晶子 東みよし町包括支援センター長 

医療関係者 

内田 知行 三好市医師会会長（内田医院） 

田岡 清三郎 三好市医師会顧問（田岡医院） 

秋田 一郎 三好歯科医師会会長（秋田歯科医院） 

被保険者代表 

松林 廣義 三好市老人クラブ連合会会長 

武田 カネ子 東みよし町老人クラブ連合会会長 

◎…委員長  〇…副委員長 


